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一
、
は
じ
め
に

『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』（
十
二
巻
十
三
冊
、
雑
史
、
別
称
「
鎌
倉
九
代
記
」、
延
宝
三
年

刊
、
以
下
『
北
条
九
代
記
』
と
称
す
）
は
、
源
頼
朝
の
鎌
倉
幕
府
成
立
か
ら
北
条
高
時
の
死

去
ま
で
の
約
百
五
十
年
間
の
歴
史
を
記
し
た
書
で
あ
る
。
北

（
１
）

条
秀
雄
『
新
修
浅
井
了
意
』

に
は
、
浅
井
了
意
の
真
偽
未
決
作
品
に
あ
げ
ら
れ
る
。
大
本
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
、
延

宝
三
年
十
月
仲
野
板
と
そ
の
求
板
で
あ
る
同
年
月
梅
村
北
村
相
板
、
文
化
十
五
年
秋
田
屋
板

等
が
あ
る

（
２
）

。

『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
巻
中
に
章
立
て
を
し
て
事
柄
を
括
り
、
ほ
ぼ
年
代
順
に
出
来
事

を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
歴
史
記
述
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
先
行
作
品
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
に
『
将
軍
記
』『
吾
妻
鏡
』（
松

（
３
）

田
修
）、『
太
平
記
』『
承
久
記
』『
保
暦
間
記
』『
五

代
帝
王
物
語
』『
増
鏡
』（
増

（
４
）

淵
勝
一
）、『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』（
花

（
５
）

田
富
二
夫
、
野

（
６
）

口
文
子
）、『
職
原
抄
』『
日
本
王
代
一
覧
』『
鎌
倉
将
軍
家
譜
』（
井

（
７
）

上
泰
至
）
等
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、『
北
条
九
代
記
』
の
歴
史
的
記
述
の

拠
り
所
と
特
徴
を
考
察
す
る
た
め
に
、
先
行
作
品
と
の
関
係
を
一
覧
に
示
し
た
。
一
覧
に
お

い
て
は
、
巻
―
章
数
と
「

」
に
章
題
を
、
次
の
「
・
」
以
下
に
は
章
中
の
内
容
を
簡
単
に

示
し
た
。
次
に
、『
北
条
九
代
記
』
と
類
似
内
容
の
あ
る
作
品
を
、
影
響
関
係
が
強
い
と
思

わ
れ
る
順
に
あ
げ
た
。
な
お
「
＊
」
以
下
に
は
『
北
条
九
代
記
』
の
内
容
的
特
徴
に
つ
い
て

述
べ
た
。二

、『
北
条
九
代
記
』
と
先
行
作
品

巻
第
一

一
―
一
「
本
朝
将
帥
の
元
始
」

『
職
原
抄
』
二
巻
二
冊
、
北
畠
親
房
著
、
正
保
二
年
板
ほ
か
、
巻
下
「
外
武
官
」（
３３
ゥ

〜
３５
ォ
）「
征
夷
使
」（
３６
ゥ
〜
３８
ゥ
）

要

旨

『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
は
、
鎌
倉
幕
府
成
立
か
ら
滅
亡
ま
で
の
歴
史
を
記
し
た
雑
史
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
歴
史
的
記
述
の
拠
り
所
と
特
徴
を
考
察
す
る
た
め
に
、

先
行
作
品
と
の
関
係
を
一
覧
に
示
し
た
。
本
書
は
、『
将
軍
記
』
を
軸
と
し
な
が
ら
、『
吾
妻
鏡
』『
太
平
記
』『
承
久
記
』『
日
本
王
代
一
覧
』『
保
暦
間
記
』『
増
鏡
』『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽

鈔
』『
神
皇
正
統
記
』
等
を
引
用
し
つ
つ
内
容
を
増
補
さ
せ
て
い
る
。
特
に
『
太
平
記
』『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
か
ら
は
国
家
に
あ
る
べ
き
政
道
観
を
取
り
入
れ
て
述
べ
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

近
世
文
学
、
雑
史
、
仮
名
草
子
、
浅
井
了
意

『
鎌
倉
北
条
九
代
記
』
の
背
景

―
―
『
吾
妻
鏡
』『
将
軍
記
』
等
先
行
作
品
と
の
関
わ
り
―
―

湯

浅

佳

子

（
日
本
語
・
日
本
文
学
）
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『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
（
四
十
巻
、
無
刊
記
板
）
巻
一
「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
」

（
８
ォ
〜
９
ゥ
）

＊
冒
頭
部
分
か
ら
実
朝
ま
で
の
本
朝
将
軍
の
歴
史
を
『
職
原
抄
』
に
拠
る
（
井
上
（
７
）
論

文
）。
ま
た
「
往
昔
は
」
か
ら
「
昌
栄
せ
り
」
ま
で
を
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
に

拠
り
、
後
白
河
法
皇
時
代
か
ら
天
下
の
権
が
武
家
に
移
っ
た
こ
と
、
以
降
、
将
軍
と
執
権

と
も
に
九
代
続
い
た
こ
と
を
記
す
。

一
―
二
「
右
大
将
頼
朝
草
業
」

・
頼
朝
の
経
歴

『
将
軍
記
』
巻
一
「
源
頼
朝
は
」「
二
條
院
」「
同
年
二
月
十
三
日
」「
同
年
六
月
廿
八

日
」「
同
月
廿
七
日
」「
安
元
々
年
」「
治
承
三
年
」「
同
四
年
」（
１
ォ
〜
３
ォ
）

・
頼
政
、
平
家
に
討
た
れ
る
。
頼
朝
挙
兵
、
安
房
へ
渡
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
３４
ォ
〜
３６
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
一
、
治
承
四
年
四
月
九
日
、
五
月
二
十
六
日
、
六
月
二
十
四
日
、
八
月
六

日
、
十
七
日
、
二
十
日
、
二
十
三
日
、
二
十
四
日
、
二
十
九
日
、
九
月
三
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
同
四
年
」「
同
八
月
十
七
日
」「
頼
朝
義
兵
を
あ
げ
」（
３
ォ
ゥ
）

＊
頼
朝
に
味
方
す
る
御
家
人
ら
の
「
い
づ
れ
も
一
騎
当
千
の
勇
士
と
し
て
二
心
な
き
忠
節
の

人
々
な
れ
ば
、
た
の
も
し
く
ぞ
思
給
ひ
け
る
」（
４
ォ
）
と
い
う
様
子
は
、『
吾
妻
鏡
』
に

も
「
お
の
お
の
命
を
受
け
、
家
を
忘
れ
、
親
を
忘
る
と
云
々
」
（
治
承
四
年
八
月
二
十
日
）

と
あ
る
。

一
―
三
「
鎌
倉
草
創

付
来
歴
」

・
頼
朝
、
二
万
騎
を
率
い
て
参
じ
た
広
常
の
遅
参
を
逆
に
怒
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
一
、
治
承
四
年
九
月
十
九
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
３６
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
一
「
九
月
十
三
日
」（
４
ゥ
）

＊
『
将
軍
記
』
で
は
、
頼
朝
が
広
常
遅
参
を
咎
め
た
こ
と
を
「
天
下
を
知
る
べ
き
心
ね
あ
り

と
感
じ
て
お
そ
れ
し
た
が
ふ
」
と
述
べ
、『
北
条
九
代
記
』
本
話
で
も
同
様
に
「
大
量
の

英
機
あ
り
。
い
か
さ
ま
天
下
を
お
さ
む
べ
き
人
な
り
と
お
そ
れ
入
て
ぞ
感
じ
け
る
」

（
４
ォ
）
と
述
べ
る
。

・
千
葉
介
、
鎌
倉
の
地
形
と
由
来
を
語
る

『
鎌
倉
物
語
』（
五
巻
五
冊
、
万
治
二
年
刊
）
巻
一
「
鎌
倉
の
郡
」

＊
『
北
条
九
代
記
』
の
「
抑
こ
ゝ
を
鎌
倉
と
名
づ
く
る
事
は
」（
４
ゥ
）
〜
「
東
国
に
み
ち

!
"
た
り
」（
５
ォ
）
の
部
分
が
『
鎌
倉
物
語
』
と
一
致
す
る
。

・
頼
朝
、
鎌
倉
に
入
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
一
、
十
月
二
日
、
六
日
、
十
一
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
十
月
二
日
」「
同
四
日
」（
４
ゥ
５
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
３６
ゥ
３７
ォ
）

一
―
四
「
鶴
が
岡
八
幡
宮
修
造
遷
宮
」

・
鶴
岡
八
幡
宮
を
落
慶
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
一
、
治
承
四
年
十
月
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
同
十
二
日
」（
５
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
３６
ゥ
３７
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
遷
宮
に
よ
っ
て
頼
朝
に
神
徳
が
与
え
ら
れ
た
と
述
べ
る
。

一
―
五
「
鎌
倉
新
造
の
御
館
」

・
大
倉
郷
に
新
御
館
を
建
立
、
御
家
人
も
家
を
構
え
、
頼
朝
を
鎌
倉
殿
と
称
す
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
一
、
治
承
四
年
十
月
九
日
、
十
二
月
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
同
九
日
」（
５
ォ
）、「
十
二
月
十
二
日
」（
１０
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
３６
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
頼
朝
を
「
源
家
中
興
の
英
雄
た
り
」（
７
ゥ
）
と
称
え
る
。

一
―
六
「
平
氏
東
国
討
手
没
落
」

・
頼
朝
、
富
士
川
の
戦
い
で
平
家
軍
に
勝
利
す
。
義
経
、
頼
朝
と
対
面
す
。
大
庭
景
親
、
誅

せ
ら
る
。
敵
味
方
の
人
々
の
動
向
。
頼
朝
、
和
田
義
盛
を
侍
所
の
別
当
に
任
ず

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
３７
ォ
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
一
、
治
承
四
年
九
月
二
十
九
日
、
十
月
十
八
日
、
二
十
日
、
二
十
一
日
、

二
十
三
日
、
二
十
六
日
、
十
一
月
四
日
、
五
日
、
七
日
、
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
同
廿
日
」（
６
ゥ
７
ォ
）、「
廿
三
日
」（
９
ォ
）、「
十
二
月
四
日
」

（
９
ォ
ゥ
）、「
十
七
日
」（
１０
ォ
）

一
―
七
「
滝
口
三
郎
経
俊
、
斬
罪
を
宥
め
ら
る
」

・
頼
朝
、
滝
口
経
俊
を
誅
せ
ん
と
す
る
も
、
そ
の
母
の
愁
訴
を
憐
れ
み
死
罪
を
免
ず

『
吾
妻
鏡
』
巻
一
、
治
承
四
年
十
月
二
十
三
日
、
十
一
月
二
十
六
日

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
頼
朝
の
滝
口
三
郎
の
処
遇
を
「
仁
慈
類
な
き
良
将
か
な
」
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（
１０
ォ
）
と
評
す
。

一
―
八
「
木
曾
義
仲
上
洛

付
平
家
都
落
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
３５
ォ
、
３７
ゥ
、
３８
ォ
、
３９
ゥ
〜
４１
ゥ
）

『
平
家
物
語
』
巻
五
「
都
遷
」「
都
帰
」、
巻
六
「
廻
文
」「
飛
脚
到
来
」「
入
道
死
去
」、

巻
七
「
清
水
冠
者
」「
北
国
下
向
」「
火
打
合
戦
」「
篠
原
合
戦
」「
実
盛
」「
主
上
都

落
」「
一
門
都
落
」「
福
原
落
」、
巻
八
「
太
宰
府
落
」「
水
島
合
戦
」

『
将
軍
記
』
巻
一
「
閏
二
月
四
日
」（
１０
ゥ
１１
ォ
）

＊
本
話
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
を
典
拠
と
す
る
。

一
―
九
「
頼
朝
腰
越
に
出
づ
る

付
榎
嶋
辨
才
天
」

・
文
覚
上
人
、
江
ノ
島
に
弁
財
天
を
勧
請
、
頼
朝
、
江
ノ
島
へ
赴
く

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
、
養
和
二
年
四
月
五
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
寿
永
二
年
四
月
五
日
」（
１２
ォ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
添
え
て
弁
財
天
の
由
来
譚
と
そ
の
神
力
を
説
く
。

一
―
十
「
勝
長
寿
院
造
立
」

・
木
曽
義
仲
の
平
家
討
伐
か
ら
平
家
滅
亡
ま
で

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
４１
ゥ
〜
４５
ォ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
、
寿
永
三
年
一
月
十
日
、
二
十
日
、
二
月
五
日
、
七
日
、
巻
四
、
元
暦

二
年
二
月
十
六
日
、
十
九
日
、
三
月
二
十
四
日
、
四
月
二
十
一
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
寿
永
二
年
」（
１２
ゥ
）、「
二
月
五
日
」（
１３
ォ
）、「
文
治
元
年
正

月
」（
１５
ゥ
１６
ォ
）、「
二
月
十
六
日
」「
十
九
日
」（
１６
ォ
）、「
三
月
廿
四
日
」「
九
郎

判
官
義
経
」（
１６
ゥ
）

『
平
家
物
語
』
巻
八
「
名
虎
」、
巻
九
「
宇
治
川
先
陣
」「
木
曾
最
期
」「
坂
落
」、
巻
十

一
「
志
度
合
戦
」「
壇
浦
合
戦
」「
先
帝
身
投
」「
能
登
殿
最
期
」、
灌
頂
巻
「
大
原
入
」

・
義
経
の
追
放
か
ら
奥
州
下
り
、
自
害
ま
で

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
４５
ォ
ゥ
、
４６
ゥ
〜
４７
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
、
元
暦
二
年
五
月
十
五
日
、
六
月
二
十
一
日
、
文
治
元
年
十
一
月
六
日
、

文
治
五
年
閏
四
月
三
十
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
十
五
日
」「
義
経
」（
１７
ォ
ゥ
）、「
十
一
月
三
日
」（
１９
ゥ
）、「
閏
四

月
卅
日
」（
２７
ォ
）

・
頼
朝
、
勝
長
寿
院
を
建
立
し
、
義
朝
・
政
清
の
首
を
葬
る

『
吾
妻
鏡
』
元
暦
二
年
五
月
二
十
一
日
、
文
治
元
年
八
月
三
十
日
、
十
月
二
十
一
日
、
二

十
四
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
頼
朝
」（
１７
ゥ
）、「
十
月
廿
一
日
」「
同
廿
四
日
」（
１９
ォ
）

＊
義
仲
追
討
か
ら
平
家
滅
亡
、
義
経
自
害
ま
で
の
経
緯
を
『
日
本
王
代
一
覧
』『
吾
妻
鏡
』、

あ
る
い
は
『
将
軍
記
』
に
拠
り
、
最
後
に
勝
長
寿
院
造
立
の
記
事
を
も
っ
て
頼
朝
政
権
掌

握
へ
の
象
徴
的
出
来
事
と
す
る
。

一
―
十
一
「
清
水
冠
者
討
た
る

付
頼
朝
の
姫
君
愁
歎
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
、
元
暦
元
年
四
月
二
十
一
日
、
二
十
六
日
、
六
月
二
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
四
月
廿
三
日
」（
１３
ゥ
〜
１４
ゥ
）

＊
本
話
は
基
本
的
に
『
吾
妻
鏡
』
に
拠
る
が
、
清
水
冠
者
が
人
質
と
し
て
頼
朝
家
に
婿
入
り

し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
』
に
該
当
話
が
な
い
た
め
、『
将
軍
記
』
に
拠
っ
た
と

も
思
わ
れ
る
。
な
お
本
話
で
は
、
清
水
冠
者
の
死
を
嘆
い
て
病
死
し
た
頼
朝
の
姫
君
の
貞

節
を
「
姫
君
は
貞
節
の
心
ざ
し
金
石
よ
り
も
堅
く
し
て
一
生
つ
ゐ
に
二
た
び
人
に
嫁
し
給

は
ず
。
あ
り
が
た
き
心
操
也
」（
１４
ゥ
）
と
称
え
る
。

一
―
十
二
「
義
経
妾
白
拍
子
静
」

・
時
政
上
洛
し
平
家
人
を
捜
索
、
文
覚
、
維
盛
の
子
息
六
代
を
出
家
さ
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
、
文
治
元
年
十
二
月
一
日
、
十
二
月
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
十
七
日
」（
２０
ゥ
）

・
静
、
捕
ら
わ
れ
て
鎌
倉
に
下
り
、
尋
問
さ
れ
る
。
静
岡
八
幡
宮
に
て
舞
い
、
頼
朝
の
怒
り

を
か
う

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
、
文
治
元
年
十
一
月
十
七
日
、
十
二
月
八
日
、
文
治
二
年
三
月
一
日
、

六
日
、
文
治
二
年
四
月
八
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
十
二
月
八
日
」（
２０
ゥ
）、「
靜
女
」（
２１
ォ
）

・
静
、
梶
原
景
茂
の
戯
れ
に
怒
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
六
、
文
治
二
年
五
月
十
四
日

・
静
の
出
産
し
た
男
子
、
由
比
浦
に
捨
て
ら
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
六
、
文
治
二
年
閏
七
月
二
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
七
月
廿
九
日
」（
２１
ォ
ゥ
）

＊
『
将
軍
記
』
に
は
、
時
政
が
上
洛
し
て
平
家
人
を
捜
索
す
る
話
や
、
静
が
梶
原
景
茂
の
戯

れ
に
怒
る
話
は
な
く
、『
吾
妻
鏡
』
に
拠
っ
て
い
る
。
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一
―
十
三
「
西
行
法
師
頼
朝
談
話
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
六
、
文
治
二
年
八
月
十
五
日
、
十
六
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
八
月
十
五
日
」（
２１
ゥ
）

一
―
十
四
「
伊
豫
守
義
経
自
殺
」

・
頼
朝
、
義
経
、
行
家
を
捜
索
す
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
六
、
文
治
二
年
三
月
十
四
日
。

・
常
陸
房
昌
明
、
行
家
を
和
泉
国
に
て
殺
害
。
義
経
の
家
臣
、
堀
弥
景
光
捕
ら
わ
れ
、
佐
藤

忠
信
死
す
。
義
経
、
奥
州
の
藤
原
秀
衡
に
身
を
寄
せ
る
。
秀
衡
死
去
、
義
経
を
大
将
軍
に

と
遺
言
す
。
頼
朝
、
義
経
追
討
の
宣
旨
を
奥
州
へ
下
す
。
義
経
、
泰
衡
に
攻
め
ら
れ
自
害

す
。
泰
衡
の
弟
泉
忠
衡
、
義
経
に
同
意
せ
し
と
て
誅
せ
ら
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
六
、
文
治
二
年
五
月
二
十
五
日
、
九
月
二
十
二
日
、
巻
七
、
文
治
三
年
二

月
十
日
、
十
月
二
十
九
日
、
巻
八
、
文
治
四
年
十
二
月
十
一
日
、
文
治
五
年
閏
四
月
三

十
日
、
六
月
十
三
日
、
二
十
六
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
４７
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
一
「
五
月
十
二
日
」（
２１
ォ
）、「
九
月
廿
二
日
」「
文
治
三
年
二
月
十

日
」（
２２
ォ
）、「
廿
九
日
」（
２５
ォ
）、「
閏
四
月
卅
日
」「
六
月
廿
六
日
」（
２７
ォ
）

一
―
十
五
「
頼
朝
卿
奥
入

付
泰
衡
滅
亡
」

・
頼
朝
、
泰
衡
の
反
逆
を
憤
り
、
奥
州
征
伐
の
宣
旨
を
も
っ
て
人
を
募
る
。
千
葉
常
胤
に
御

旗
を
作
ら
せ
る

『
将
軍
記
』
巻
一
「
奥
州
の
泰
衡
」「
八
日
」（
２９
ォ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
九
、
文
治
五
年
六
月
二
十
四
日
、
七
月
八
日

＊
本
話
は
『
吾
妻
鏡
』
よ
り
む
し
ろ
『
将
軍
記
』
の
記
述
に
類
似
す
る
。

・
頼
朝
、
奥
州
へ
発
向
し
、
泰
衡
軍
と
戦
い
、
泰
衡
一
族
を
滅
ぼ
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
九
、
文
治
五
年
七
月
十
七
日
、
十
九
日
、
八
月
七
日
〜
十
日
、
十
三
日
、

二
十
一
日
、
九
月
三
日
、
六
日
、
十
月
二
十
四
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
十
九
日
」（
２９
ゥ
３０
ォ
）、「
十
月
廿
四
日
」（
３０
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
４８
ォ
ゥ
）

一
―
十
六
「
無
量
光
院
僧
詠
歌
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
九
、
文
治
五
年
九
月
十
七
日
、
二
十
三
日
、
二
十
七
日
、
十
二
月
二
十
八

日

＊
無
量
光
院
の
由
来
は
『
吾
妻
鏡
』
九
月
十
七
・
二
十
三
日
の
記
事
を
、
ま
た
、
衣
川
周
辺

の
土
地
の
様
子
に
つ
い
て
は
同
書
九
月
二
十
七
日
の
記
事
を
引
用
し
、
助
公
法
師
に
語
ら

せ
た
も
の
。
ま
た
、
法
師
の
詠
ん
だ
和
歌
二
首
の
う
ち
「
昔
に
も
」
の
歌
の
一
部
が
『
吾

妻
鏡
』
の
歌
（
十
二
月
二
十
八
日
）
と
異
な
り
、「
浮
雲
を
」
の
歌
は
『
吾
妻
鏡
』
に
記

載
が
な
い
。

一
―
十
七
「
頼
朝
上
洛

并
官
加
階

付
惣
追
捕
使
申
賜
」

・
頼
朝
、
上
洛
し
右
大
将
を
任
ぜ
ら
れ
下
向
。
政
所
、
問
注
所
、
侍
所
、
所
司
を
整
備

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
、
建
久
元
年
十
一
月
七
日
、
九
日
、
二
十
四
日
、
十
二
月
二
日
、
二
十

九
日
、
巻
十
一
、
建
久
二
年
正
月
十
五
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
建
久
元
年
十
一
月
七
日
」「
同
廿
四
日
」「
同
二
日
」（
３０
ゥ

３１
ォ
）、「
建
久
二
年
正
月
十
五
日
」（
３１
ゥ
、
３２
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
４９
ォ
ゥ
）

・
文
治
二
年
三
月
、
頼
朝
、
征
夷
大
将
軍
、
正
二
位
に
任
ぜ
ら
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
二
、
建
久
三
年
七
月
二
十
日

『
鎌
倉
将
軍
家
譜
』
一
冊
、
無
刊
記
板
「
同
三
年
（
注
・
文
治
三
年
）
七
月
」（
５
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
一
「
宣
旨
を
帯
し
て
」（
３３
ォ
、
注
・
文
治
三
年
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５０
ゥ
）

・
広
元
の
提
言
に
よ
り
、
諸
国
に
惣
追
捕
使
、
守
護
・
地
頭
を
置
く

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
、
文
治
元
年
十
一
月
十
二
日
、
二
十
八
日
、
二
十
九
日
、
文
治
二
年
三

月
一
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
因
幡
前
司
広
元
申
て
い
は
く
」（
１９
ゥ
２０
ォ
）、「
文
治
二
年
三
月
」

（
２０
ゥ
）

＊
『
将
軍
記
』
に
は
、「
諸
国
、
守
護
を
を
き
て
国
司
の
威
を
を
さ
へ
、
わ
づ
か
に
吏
務
の

名
の
み
な
り
。
あ
ら
ゆ
る
庄
園
・
村
里
に
地
頭
を
補
し
て
居
ら
る
。
此
故
に
本
所
は
な
き

が
こ
と
く
な
り
に
け
り
」（
２０
ゥ
）
と
あ
る
。
ま
た
『
北
条
九
代
記
』
本
話
で
も
、「
院
は

何
の
御
遠
慮
に
も
及
ば
ず
」（
２５
ゥ
）
守
護
・
地
頭
設
置
の
勅
許
を
下
し
た
と
後
白
河
院

を
批
判
的
に
描
き
、
さ
ら
に
「
王
道
は
日
を
追
て
衰
敗
し
、
武
威
は
月
に
随
ひ
て
昌
栄

す
。
天
下
そ
の
命
を
守
り
、
国
家
こ
の
権
に
服
す
」（
２６
ォ
）
と
、
こ
の
一
件
が
王
道
の

衰
微
を
さ
ら
に
促
し
た
と
評
す
。

一
―
十
八
「
富
士
野
御
狩

付
曾
我
兄
弟
夜
討
」
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・
富
士
野
の
御
狩
で
頼
家
、
鹿
を
射
る
。
頼
朝
、
政
子
に
報
告
す
る
も
喜
色
な
し

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
三
、
建
久
四
年
五
月
十
五
日
、
十
六
日
、
二
十
二
日
、
二
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
五
月
十
六
日
」「
廿
八
日
」（
３４
ォ
ゥ
）

＊
我
が
子
の
功
績
を
冷
静
に
評
す
る
政
子
の
言
葉
は
『
将
軍
記
』
に
拠
る
。

・
曽
我
兄
弟
、
工
藤
祐
経
を
討
ち
、
捕
ら
わ
れ
て
そ
の
由
を
語
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
三
、
建
久
四
年
五
月
二
十
八
日
、
二
十
九
日
、
六
月
七
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
廿
八
日
」（
２４
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５０
ゥ
〜
５１
ゥ
）

一
―
十
九
「
範
頼
勘
気
を
蒙
る

付
家
人
当
麻
の
太
郎
」

・
範
頼
反
逆
と
の
讒
言
あ
り
、
範
頼
、
頼
朝
に
起
請
文
を
進
ず
る
も
、
文
中
の
「
源
」
の
字

を
咎
め
ら
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
三
、
建
久
四
年
八
月
二
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
頼
朝
卿
の
舎
弟
三
川
守
範
頼
」（
２４
ゥ
２５
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５１
ゥ
５２
ォ
）

・
範
頼
の
家
人
当
麻
太
郎
、
頼
朝
の
寝
所
に
忍
び
入
り
、
捕
ら
え
ら
れ
尋
問
さ
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
三
、
建
久
四
年
八
月
十
日

・
範
頼
、
伊
豆
へ
追
わ
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
三
、
建
久
四
年
八
月
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
一
、「
か
く
て
八
月
十
七
日
」（
２５
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５１
ゥ
５２
ォ
）

一
―
二
十
「
南
都
大
仏
殿
供
養

付
頼
朝
卿
上
洛
」

・
頼
朝
、
上
洛
、
東
大
寺
大
仏
殿
供
養
の
た
め
南
都
下
向

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
五
、
建
久
六
年
二
月
十
四
日
、
三
月
四
日
、
九
日
、
十
一
日
、
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
同
六
年
二
月
四
日
」「
三
月
十
日
」（
２５
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５２
ゥ
）

・
景
時
、
衆
徒
と
争
う
所
、
結
城
朝
光
、
こ
れ
を
鎮
め
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
五
、
建
久
六
年
三
月
十
二
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５３
ォ
）

・
天
皇
行
幸
し
、
供
養
、
東
大
寺
の
歴
史

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
五
、
建
久
六
年
三
月
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
一
、「
三
月
十
日
」（
２５
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５２
ゥ
）

・
後
白
河
天
皇
崩
御

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５０
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
二
、
建
久
三
年
三
月
十
六
日

＊
大
仏
殿
を
本
願
上
人
に
勅
し
た
件
と
関
連
し
て
後
白
河
法
皇
崩
御
の
事
に
触
れ
、
法
皇
を

「
朝
政
は
武
家
に
う
つ
さ
れ
、
王
道
の
衰
敗
す
る
こ
と
は
此
院
よ
り
始
ま
れ
り
」（
３１

ゥ
）
と
評
す
。
こ
れ
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
っ
た
も
の
で
、
『
保
暦
間
記
』
に
も
「
保

元
よ
り
打
つ
ゝ
き
世
乱
て
、
御
心
安
き
事
も
な
く
て
、
年
を
送
せ
御
座
き
。
是
末
代
に
成

ぬ
る
故
、
王
法
の
す
た
れ
行
と
覚
た
り
。（
略
）
大
方
は
一
向
関
東
の
任
に
そ
成
け
る
」

（
４２
ゥ
）
と
あ
る
。

・
頼
朝
、
参
内
の
ち
下
向
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
五
、
建
久
六
年
六
月
三
日
、
六
月
二
十
五
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
同
六
月
三
日
」「
廿
五
日
」（
２５
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
四
（
５３
ォ
）

一
―
二
十
一
「
右
大
将
頼
朝
薨
去
」

・
稲
毛
重
成
、
妻
の
死
に
よ
り
出
家

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
五
、
建
久
六
年
七
月
四
日

・
頼
朝
、
橋
供
養
の
帰
途
に
て
、
義
経
・
行
家
・
安
徳
天
皇
の
怨
霊
現
れ
絶
入
、
落
馬
し
逝

去『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』
巻
一
「
建
久
九
年
十
二
月
」（
２５
ゥ
２６
ォ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
、
建
暦
二
年
二
月
二
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
建
久
九
年
十
二
月
」（
２５
ゥ
２６
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
４４
ゥ
）

＊
怨
霊
が
現
れ
、
頼
朝
が
身
心
昏
倒
し
た
話
は
『
吾
妻
鏡
』『
将
軍
記
』
に
は
な
く
、『
保
暦

間
記
』
に
拠
る
。
ま
た
死
去
に
つ
い
て
は
、『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。

巻
第
二

二
―
一
「
頼
家
卿
御
家
督

付
宣
下

并
吉
書
始
」
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『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
二
月
、
建
久
元
年
四
月
七
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
源
頼
家
は
」「
寿
永
元
年
八
月
十
二
日
」「
文
治
四
年
七
月
十
日
」

「
建
久
元
年
四
月
七
日
」「
同
六
年
二
月
」「
同
八
年
十
二
月
」「
正
治
元
年
正
月
廿

日
」「
廿
六
日
」（
１
ォ
〜
２
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１
ゥ
）

＊
寿
永
元
年
八
月
十
二
日
、
建
久
六
年
二
月
、
建
久
八
年
十
二
月
の
頼
朝
の
経
歴
記
事
は

『
将
軍
記
』
に
拠
る
。
ま
た
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
頼
家
の
執
権
と
な
っ
た
北
条
時
政

を
「
い
よ
!
"
是
よ
り
権
勢
盛
に
し
て
肩
を
な
ら
ぶ
る
も
の
な
し
」（
１
ゥ
）
と
評
す
。

二
―
二
「
頼
朝
御
中
陰

付
後
藤
左
衛
門
尉
守
護
職
を
放
た
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
三
月
二
日
、
五
日

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
後
藤
左
衛
門
罷
免
の
件
を
「
政
理
今
に
乱
れ
な
ん
、
誠
に
危
き

事
な
り
と
、
物
の
心
を
弁
ま
へ
た
る
人
!
"
は
弾
指
を
ぞ
い
た
し
け
る
」（
２
ォ
ゥ
）
と

評
す
。

二
―
三
「
姫
君
病
悩

付
死
去
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
三
月
五
日
、
十
二
日
、
五
月
七
日
、
八
日
、
二
十
九
日
、

六
月
十
四
日
、
三
十
日
、
七
月
六
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
六
月
卅
日
」（
２
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
本
話
で
は
、
娘
を
亡
く
し
た
尼
御
台
所
の
嘆
き
の
様
を
描
く
。

二
―
四
「
問
注
所
を
移
し
立
て
ら
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
四
月
一
日
、
十
二
日
、
二
十
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
同
四
月
」（
２
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２
ォ
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
頼
朝
の
政
徳
の
象
徴
で
あ
る
問
注
所
を
城
外
に
置
き
、
頼
家
の

直
裁
を
停
止
す
る
と
い
う
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
引
用
し
、
さ
ら
に
頼
朝
の
問
注
所
政
策

の
徳
政
ぶ
り
を
述
べ
、
そ
れ
と
対
比
さ
せ
て
頼
家
の
政
治
へ
の
無
関
心
ぶ
り
を
批
判
す

る
。

二
―
五
「
新
田
開
作
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
四
月
二
十
七
日

＊
荒
不
作
の
土
地
か
ら
新
た
に
年
貢
を
取
ろ
う
と
す
る
頼
家
の
政
策
の
非
を
説
く
。
松
田

修
、
増
淵
勝
一
、
笹

（
８
）

川
祥
生
に
よ
る
と
、
本
話
に
は
作
者
の
当
代
の
悪
政
非
道
へ
の
批

判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

二
―
六
「
頼
家
卿
、
安
達
弥
九
郎
の
妾
を
奪
ふ

付
尼
御
台
政
子
諫
言
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
七
月
六
日
、
十
日
、
十
六
日
、
二
十
日
、
二
十
六
日
、

八
月
十
八
日
、
十
九
日
、
二
十
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
三
河
国
の
住
人
」「
八
月
十
八
日
」（
２
ゥ
〜
４
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２
ゥ
３
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
話
の
最
後
に
、
弥
九
郎
と
の
件
で
母
政
子
か
ら
訓
戒
を
受
け
た

頼
家
が
「
何
の
御
こ
と
ば
を
も
出
さ
れ
ず
、
し
ら
け
て
恥
か
し
く
ぞ
み
え
た
ま
ふ
」

（
１０
ォ
）
様
子
を
描
く
。『
将
軍
記
』
に
は
、
頼
家
が
「
涙
な
が
ら
そ
の
事
止
に
け
り
」

（
４
ォ
）
と
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

二
―
七
「
!
将
連
署
し
て
、
梶
原
景
時
を
訴
ふ
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
十
月
二
十
五
日
、
二
十
七
日
、
二
十
八
日
、
十
一
月
十

日
、
十
二
日
、
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
十
月
」「
同
月
十
三
日
」（
５
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２
ゥ
３
ォ
）

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
一
「
後
醍
醐
天
皇
御
治
世
事
」（
１６
ゥ
）

＊
頼
経
批
判
は
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
に
拠
り
、
頼
家
が
鞠
・
歌
の
友
の
他
は
近
仕

さ
せ
ず
、
諸
侍
が
頼
家
を
軽
ん
じ
て
景
時
を
訴
え
た
の
だ
と
批
判
す
る
。

二
―
八
「
梶
原
平
三
景
時
滅
亡
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
建
久
十
年
十
二
月
九
日
、
十
八
日
、
正
治
二
年
一
月
二
十
日
、
二

十
一
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
同
十
二
月
九
日
」（
５
ゥ
６
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３
ォ
ゥ
）

二
―
九
「
勝
木
七
郎
生
け
捕
ら
る

付
畠
山
重
忠
廉
譲
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
二
月
二
日
、
六
日

＊
勝
木
七
郎
則
宗
捕
縛
の
功
績
を
波
多
野
三
郎
盛
通
に
譲
っ
た
畠
山
重
忠
の
行
い
を
『
吾
妻

鏡
』
を
引
用
し
「
廉
譲
、
ま
こ
と
に
武
士
の
道
を
守
る
。
是
を
仁
義
の
侍
と
は
名
づ
け
た

り
」（
１６
ゥ
）
と
称
え
る
。

二
―
十
「
和
田
義
盛
、
侍
所
別
当
に
環
補
す
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
二
月
五
日

東 京 学 芸 大 学 紀 要 人文社会科学系Ⅰ 第６１集（２０１０）

― 172 ―



『
将
軍
記
』
巻
二
「
正
治
二
年
二
月
五
日
」（
６
ゥ
）

＊
和
田
義
盛
の
職
を
奪
っ
た
梶
原
景
時
の
横
暴
を
「
城
狐
の
権
」（
１７
ゥ
）
と
批
判
す
る
。

二
―
十
一
「
梶
原
反
逆
同
意
の
輩
追
捕
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
元
年
正
月
二
十
四
日
、
二
十
五
日
、
二
十
六
日
、
二
十
八
日

二
―
十
二
「
寿
福
寺
建
立

付
栄
西
禅
師
の
伝
」

・
政
子
の
願
に
よ
り
、
栄
西
を
導
師
と
し
て
寿
福
寺
を
建
立

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
閏
二
月
十
二
日
、
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
閏
二
月
十
三
日
」（
６
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３
ゥ
）

・
栄
西
の
経
歴

『
元
亨
釈
書
』
巻
二
、「
伝
智
」
一
之
二
「
建
仁
寺
栄
西
」

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
さ
ら
に
政
子
が
京
都
で
十
六
羅
漢
を
作
し
金
剛
寿
福
寺
に
寄
進
し

た
話
を
載
せ
る
。

二
―
十
三
「
念
仏
禁
断

付
伊
勢
称
念
仏
奇
特
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
五
月
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
五
月
十
二
日
」（
６
ゥ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
も
と
に
頼
家
の
政
治
を
天
魔
の
仕
業
と
し
て
批
判
。
ま
た
、
念
仏

の
由
来
を
説
く
。

二
―
十
四
「
芝
田
の
次
郎
自
害

付
工
藤
行
光
が
郎
等
兄
弟
働
ら
き
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
八
月
二
十
一
日
、
十
月
十
三
日
、
二
十
一
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
宮
城
と
芝
田
と
の
合
戦
や
、
桐
山
中
太
の
討
死
の
様
を
よ
り
詳

細
に
述
べ
る
。

二
―
十
五
「
太
輔
房
源
性
異
僧
に
遇
ふ

算
術
の
奇
特

付
安
倍
晴
明
が
奇
特
」

・
太
輔
房
、
異
僧
の
算
木
を
用
い
た
幻
術
を
頼
家
に
物
語
す
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
十
二
月
三
日

・
安
倍
晴
明
の
算
法
の
不
思
議
を
現
す

『
安
倍
晴
明
物
語
』（
六
巻
七
冊
、
寛
文
二
年
板
）
巻
三
「
庚
申
の
夜
殿
上
の
人
々
を
わ

ら
は
せ
し
事
」

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
頼
家
が
政
治
を
顧
み
ず
、
女
色
、
酒
、
逍
遥
漁
猟
、
伎
術
薄
芸

に
耽
る
の
を
批
判
し
、
源
性
の
慢
心
小
智
博
術
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

二
―
十
六
「
柏
原
の
弥
三
郎
逐
電

付
田
文
の
評
定
」

・
朝
敵
柏
原
弥
三
郎
、
逐
電
す
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
十
一
月
一
日
、
四
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３
ゥ
）

・
頼
家
、
広
元
ら
の
諫
言
を
聞
か
ず
、
諸
国
の
田
を
五
百
町
と
制
限
し
、
余
剰
を
無
足
の
近

仕
に
与
え
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
六
、
正
治
二
年
十
二
月
二
十
七
日
、
二
十
八
日

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
柏
原
弥
三
郎
の
悪
行
の
詳
細
を
述
べ
、
さ
ら
に
頼
家
の
田
地
没

収
の
政
策
に
よ
っ
て
天
下
静
謐
の
運
命
が
尽
き
た
と
批
判
す
る
。

巻
第
三

三
―
一
「
改
元

付
城
四
郎
長
茂
狼
藉

付
城
資
盛
滅
亡

并
に
坂
額
の
女
房
武
勇
」

・
朝
覲
の
行
幸
、
平
長
茂
、
小
山
朝
政
家
を
襲
う

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
元
年
二
月
三
日
、
五
日
、
二
十
二
日
、
三
月
四
日
、
十
二
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３
ゥ
４
ォ
）

・
城
資
盛
の
乱
、
坂
額
女
房
の
事

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
元
年
四
月
二
日
、
三
日
、
六
日
、
五
月
十
四
日
、
十
七
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
朝
覲
の
行
幸
で
の
人
だ
か
り
と
警
護
の
物
々
し
さ
、
ま
た
資
盛

の
戦
い
を
よ
り
詳
細
に
述
べ
る
。

三
―
二
「
坂
額
の
女
房
鎌
倉
に
虜
り
来
る

付
城
資
永
、
野
干
の
宝
剣
」

・
坂
額
、
阿
佐
利
與
一
の
妻
と
な
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
元
年
六
月
二
十
八
日
、
二
十
九
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４
ォ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
、
坂
額
の
出
自
や
野
干
宝
剣
の
由
来
譚
を
添
え
る
。

三
―
三
「
紀
内
所
行
景
、
関
東
下
向

付
北
条
泰
時
傷
歎
」

・
大
雨
の
災
害

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
元
年
八
月
十
一
日
、
二
十
三
日

・
頼
家
、
百
日
の
蹴
鞠
を
始
め
、
紀
内
所
行
景
を
師
に
招
く
。
泰
時
、
頼
家
を
諫
め
る
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『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
元
年
七
月
六
日
、
九
月
七
日
、
九
日
、
二
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
建
仁
元
年
七
月
」「
九
月
七
日
」（
７
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４
ォ
）

＊
本
話
の
前
後
に
も
、
国
土
の
飢
饉
と
災
害
の
中
で
頼
家
が
蹴
鞠
に
耽
る
様
が
繰
り
返
し
批

判
的
に
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
に
も
、
頼
家
の
政
治
に
つ
い
て
「
近
日
事
に
お

い
て
陵
廃
し
、
先
蹤
を
忘
る
る
が
ご
と
し
。
古
老
の
愁
ふ
る
と
こ
ろ
な
り
」（
建
仁
元
年

九
月
十
五
日
、
鶴
岡
放
生
会
の
項
）、
ま
た
「
政
務
を
抛
ち
、
連
日
に
こ
の
芸
（
注
：
蹴

鞠
）
を
専
ら
に
せ
ら
れ
、
人
皆
当
道
に
赴
く
」（
同
年
月
二
十
日
）
等
の
批
判
的
言
説
が

あ
り
、
ま
た
『
将
軍
記
』
に
も
、
泰
時
の
言
葉
と
し
て
「
只
此
鞠
を
も
て
あ
そ
び
て
諸
人

の
う
れ
へ
を
し
ろ
し
め
さ
ず
、
右
将
軍
の
御
世
と
は
万
事
略
義
に
衰
ゆ
く
也
」（
７
ゥ
）

と
あ
る
。『
北
条
九
代
記
』
の
頼
家
の
批
判
的
描
写
は
両
書
の
言
説
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

三
―
四
「
江
馬
太
郎
泰
時
徳
政
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
元
年
十
月
二
日
、
三
日
、
六
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
十
月
六
日
」（
８
ゥ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
で
は
窮
民
に
酒
米
を
支
給
す
る
泰
時
を
、
人
々
が
「
か
つ
は
喜
悦
し
、
か
つ

は
涕
泣
し
て
退
出
す
。
皆
手
を
合
わ
せ
て
御
子
孫
繁
栄
を
願
ふ
」（
建
仁
元
年
十
月
六

日
）
と
称
え
る
記
事
が
あ
り
、『
将
軍
記
』『
北
条
九
代
記
』
の
泰
時
礼
賛
は
そ
れ
を
ふ
ま

え
て
い
る
。

三
―
五
「
尼
御
台
政
子
、
御
鞠
を
見
給
ふ

付
判
官
知
康
酔
狂
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
元
年
十
月
二
十
七
日
、
二
年
正
月
十
日
、
十
二
日
、
六
月
二

十
五
日
、
二
十
六
日

＊
北
条
時
連
へ
の
知
康
の
失
言
の
話
の
後
に
、
蜀
の
使
者
張
奉
が
呉
の
薛
綜
に
戯
謔
の
言
葉

で
蜀
王
を
嘲
ら
れ
た
故
事
を
引
き
、
君
子
は
言
を
慎
む
べ
き
事
を
説
い
て
い
る
。

三
―
六
「
白
拍
子
微
妙
尼
に
成
る

付
古
郡
保
忠
、
祖
達
坊
を
打
擲
す
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
二
年
三
月
八
日
、
十
五
日
、
八
月
五
日
、
十
五
日
、
二
十
四

日
、
二
十
七
日

＊
微
妙
の
和
歌
を
観
清
法
師
が
評
す
る
話
は
『
吾
妻
鏡
』
に
は
な
い
。

三
―
七
「
判
官
知
康
落
馬

付
鶴
岡
塔
婆
、
造
立
地
曳
」

・
頼
家
、
従
二
位
、
征
夷
大
将
軍
に
補
任
、
頼
家
子
息
善
哉
、
一
幡
、
弟
千
幡
、
鶴
岡
参
詣

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
二
年
八
月
二
日
、
十
一
月
二
十
一
日
、
建
仁
三
年
正
月
二
日
、

二
月
四
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
八
月
」「
十
一
月
廿
一
日
」「
建
仁
三
年
正
月
一
日
」（
９
ォ
）

・
判
官
知
康
、
落
馬
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
二
年
十
二
月
十
九
日

・
頼
家
、
鶴
岡
の
塔
の
地
曳
を
行
う

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
二
月
十
一
日

＊
頼
家
に
つ
い
て
「
い
よ
い
よ
日
毎
の
御
鞠
は
天
下
の
政
道
に
替
給
ひ
て
、
世
の
そ
し
り
、

人
の
あ
ざ
け
り
を
し
ろ
し
め
さ
ず
」（
１４
ォ
）
と
評
す
る
。

三
―
八
「
伊
東
崎
の
大
洞

并
仁
田
四
郎
富
士
の
人
穴
に
入
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
六
月
一
日
、
三
日
、
四
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
六
月
一
日
」「
同
三
日
」（
９
ォ
〜
１０
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５
ォ
）

＊
仁
田
四
郎
が
富
士
の
人
穴
で
地
獄
の
如
き
世
界
を
見
聞
す
る
の
は
『
富
士
の
人
穴
草
子
』

に
も
あ
る
が
、『
北
条
九
代
記
』
の
描
写
は
『
将
軍
記
』
と
類
似
す
る
。
な
お
『
北
条
九

代
記
』
で
は
、
人
穴
の
世
界
を
見
届
け
た
い
と
す
る
頼
家
の
慎
み
の
無
さ
を
批
判
的
に
描

く
。

三
―
九
「
将
軍
頼
家
、
卿
御
病
悩

付
比
企
判
官
討
た
る

并
に
比
企
四
郎
一
幡
公
を
抱
き

て
火
中
に
入
て
死
す
」

・
鶴
岡
宮
の
鳩
の
怪
異

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
七
月
四
日
、
九
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
こ
の
間
」（
１１
ォ
）

・
頼
家
、
病
悩
、
遺
言
、
将
軍
職
譲
補
の
評
議
あ
り

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
七
月
二
十
日
、
二
十
三
日
、
八
月
二
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
こ
の
間
」「
八
月
廿
七
日
」（
１１
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５
ォ
ゥ
）

・
比
企
判
官
謀
叛
、
討
た
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
九
月
二
日
、
三
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
比
企
判
官
能
員
は
」（
１１
ゥ
１２
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５
ゥ
）

三
―
十
「
太
輔
房
源
性
一
幡
公
の
骨
を
拾
ふ

付
頼
家
卿
近
習
衆
禁
獄

并
に
将
軍
家
反
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逆
、
仁
田
忠
常
誅
せ
ら
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
九
月
三
日
、
四
日
、
五
日
、
六
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５
ゥ
６
ォ
）

三
―
十
一
「
頼
家
卿
出
家
流
罪

付
千
幡
公
家
督

并
元
服
」

・
頼
家
、
出
家
、
伊
豆
修
善
寺
に
下
向
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
九
月
七
日
、
二
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
同
七
日
」（
１２
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
６
ォ
）

・
牧
の
方
、
千
幡
を
狙
う
。
千
幡
、
征
夷
大
将
軍
と
な
り
、
元
服

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
九
月
十
五
日
、
十
月
八
日
、
九
日
、
十
四
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
建
仁
三
年
九
月
」「
十
月
八
日
」（
１
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
６
ォ
）

・
鶴
岡
の
塔
婆
建
立
を
停
止
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
七
、
建
仁
三
年
十
二
月
三
日

三
―
十
二
「
実
朝
読
書
始

付
勢
州
の
一
揆
対
治
」

・
実
朝
、
読
書
始

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
元
年
正
月
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
元
久
元
年
正
月
」（
１
ゥ
２
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
６
ゥ
）

・
伊
勢
平
氏
蜂
起
、
源
朝
雅
、
伊
勢
守
護
職
に
補
せ
ら
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
元
年
三
月
九
日
、
四
月
二
十
一
日
、
五
月
六
日
、
十
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
６
ゥ
）

＊
伊
勢
平
治
鎮
圧
を
契
機
に
、
北
条
時
政
の
壻
源
朝
雅
の
権
威
が
増
大
し
た
と
述
べ
る
。

三
―
十
三
「
頼
家
卿
薨
去

付
実
朝
の
御
台
、
鎌
倉
に
下
向
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
元
年
七
月
十
九
日
、
二
十
四
日
、
八
月
四
日
、
十
月
十
四
日
、

十
二
月
十
日

『
将
軍
記
』
巻
一
「
元
久
元
年
七
月
十
八
日
」（
１２
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
６
ゥ
７
ォ
）

＊
頼
家
が
時
政
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
刺
殺
さ
れ
た
件
に
つ
い
て
は
、『
将
軍
記
』
に
「
あ
る

説
に
は
尼
御
台
所
の
父
時
政
ひ
そ
か
に
人
を
つ
か
は
し
浴
室
の
中
に
し
て
刺
こ
ろ
し
ぬ
と

い
へ
り
」（
１２
ゥ
）
と
あ
る
の
に
拠
っ
た
か
。
な
お
『
承
久
記
』
に
も
「
外
祖
父
に
て
後

見
な
り
し
北
條
遠
江
守
時
政
が
為
に
亡
さ
れ
給
ぬ
」（
巻
上
、
古
活
字
本
）
と
あ
る
。『
北

条
九
代
記
』
で
は
こ
の
頼
家
の
死
の
話
に
続
け
て
実
朝
の
結
婚
の
件
を
述
べ
、
終
わ
り
に

「
貴
賤
安
堵
の
思
ひ
を
な
し
、
に
ぎ
!
"
し
き
世
と
な
り
、
関
東
静
謐
の
も
と
ひ
な
り

と
、
大
名
諸
侍
の
家
々
ま
で
も
万
歳
を
ぞ
唱
へ
け
る
」（
２４
ゥ
２５
ォ
）
と
、
将
軍
の
交
代

に
よ
り
大
平
の
世
が
訪
れ
た
と
評
す
。

三
―
十
四
「
北
条
左
馬
権
頭
政
範
死
去
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
元
年
十
一
月
五
日
、
十
三
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
７
ォ
）

三
―
十
五
「
武
蔵
前
司
朝
雅
、
畠
山
重
保
と
喧
嘩

并
に
畠
山
父
子
滅
亡
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
元
年
十
一
月
二
十
日
、
元
久
二
年
六
月
二
十
一
日
、
二
十
二

日
、
二
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
六
月
」「
同
廿
二
日
」（
３
ゥ
〜
４
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
７
ゥ
８
ォ
）

＊
『
将
軍
記
』
で
は
、
重
忠
誅
殺
の
因
は
朝
雅
・
牧
御
方
・
時
政
・
重
成
法
師
の
陰
謀
に
あ

る
と
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
に
従
い
な
が
ら
も
、「
牧
御
方
大
に
い
か
り
の
色
ふ
か
く

し
て
つ
ゐ
に
重
忠
を
う
つ
べ
き
に
き
は
ま
り
ぬ
」（
４
ォ
）
と
述
べ
る
。
ま
た
『
北
条
九

代
記
』
も
、
最
後
に
「
牧
御
方
非
道
の
企
、
世
に
隠
れ
な
く
沙
汰
し
あ
へ
り
」（
２９
ゥ
）

と
、
牧
御
方
の
非
を
強
調
し
て
述
べ
る
。

三
―
十
六
「
北
条
時
政
出
家

付
前
司
朝
雅
伏
誅
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
二
年
二
年
閏
七
月
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
五
日
、
二
十
六

日
『
将
軍
記
』
巻
三
「
閏
七
月
」「
同
日
」「
同
廿
五
日
」（
４
ゥ
５
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
８
ォ
ゥ
）

＊
時
政
が
、
義
時
・
時
房
・
泰
時
等
の
政
務
へ
の
不
満
か
ら
牧
御
方
の
み
を
頼
り
に
し
た
結

果
、
牧
御
方
の
陰
謀
に
与
す
る
こ
と
に
な
り
、「
い
ま
だ
老
耄
す
べ
き
時
分
に
も
あ
ら

ず
、
た
ゞ
心
の
僻
た
る
所
よ
り
我
身
を
み
づ
か
苦
し
め
ら
る
」（
３０
ゥ
）
こ
と
に
よ
り
出

家
し
た
と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
「
時
政
に
は
か
に
も
っ
て
出
家
」（
閏
七

月
十
九
日
）、『
将
軍
記
』
に
「
時
政
思
ふ
む
ね
あ
り
け
る
に
や
、
俄
に
髪
を
そ
り
」（
４

ゥ
）
と
あ
る
こ
と
や
、『
保
暦
間
記
』
に
、
牧
御
方
の
陰
謀
に
つ
い
て
「
時
政
、
此
事
を
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争
か
知
さ
る
へ
き
な
れ
と
も
、
女
姓
の
計
に
付
け
る
歟
、
老
耄
の
至
歟
、
不
思
議
也
し
事

也
」（
４７
ォ
）
と
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
牧
御
方
を
よ
り
批
判
的
に
捉
え
た
う
え
で
の
言

説
と
い
え
る
。

巻
第
四

四
―
一
「
朝
親
新
古
今
集
を
進
ず

付
八
代
集
撰
者
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
二
年
九
月
二
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
九
月
二
日
」（
６
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
８
ゥ
）

四
―
二
「
頼
家
卿
の
子
息
善
哉
、
鶴
岡
御
入
室
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
元
久
二
年
十
二
月
二
日
、
建
永
元
年
十
月
廿
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
十
二
月
二
日
」「
十
月
廿
日
」（
６
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
８
ゥ
）

＊
公
暁
の
鶴
岡
本
坊
入
室
の
話
の
あ
と
に
、
世
の
中
騒
が
し
く
、
頼
朝
時
代
以
来
の
忠
臣
が

讒
言
や
自
恨
に
よ
っ
て
滅
ん
で
い
く
定
め
無
き
世
の
中
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
れ
は

『
可
笑
記
評
判
』（
十
巻
十
冊
、
万
治
三
年
刊
、
浅
井
了
意
著
）
に
も
、「
右
大
将
頼
朝
の

時
、
さ
し
も
、
忠
功
あ
り
け
れ
共
、
和
田
、
畠
山
、
梶
原
、
み
な
、
ほ
ろ
び
た
り
、
大
塔

の
宮
の
、
は
て
給
ひ
し
、
こ
れ
ら
は
、
類
す
く
な
き
忠
功
有
け
れ
ど
も
、
あ
る
ひ
は
、
讒

言
、
又
は
、
み
づ
か
ら
、
悪
心
有
て
、
日
比
の
忠
功
、
み
な
、
無
に
成
た
る
、
力
な
き
事

也
」（
巻
十
第
一
「
忠
功
有
て
讒
を
蒙
る
事
」）
と
同
様
の
言
説
が
あ
る
。

四
―
三
「
黒
谷
源
空
上
人
流
罪

付
上
人
伝
記
」

『
黒
谷
法
然
上
人
一
代
記
』（
十
巻
十
冊
、
寛
文
六
年
刊
、
武
藤
西
察
著
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
９
ォ
、
１０
ゥ
）

四
―
四
「
実
朝
卿
和
歌
、
定
家
の
卿
批
点

付
闘
鶏
」

・
実
朝
、
和
歌
を
住
吉
社
に
献
上
、
定
家
よ
り
詠
歌
口
伝
伝
授
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
承
元
三
年
七
月
五
日
、
八
月
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
七
月
」「
八
月
」（
６
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
９
ゥ
）

・
永
福
寺
の
梅
さ
く
ら
を
移
植
、
闘
鶏
の
会

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
建
永
二
年
三
月
一
日
、
三
日

＊
実
朝
の
住
吉
社
へ
和
歌
奉
納
は
、『
北
条
九
代
記
』
で
は
承
元
元
年
七
・
八
月
と
な
る
。

ま
た
、
梅
桜
の
移
植
と
闘
鶏
は
『
北
条
九
代
記
』
で
は
「
三
月
朔
日
」「
三
日
」
と
あ
る

が
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
承
元
元
年
よ
り
一
年
前
の
建
永
二
年
三
月
一
・
三
日
の
話
で
あ

る
。

四
―
五
「
吾
妻
の
四
郎
青
鷺
を
射
て
勘
気
を
許
さ
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
八
、
建
永
二
年
八
月
十
七
日
、
巻
三
、
元
暦
元
年
十
一
月
二
十
一
日
、

巻
十
八
、
承
元
元
年
十
二
月
三
日

＊
吾
妻
助
光
が
鎧
の
鼠
損
の
た
め
に
遅
参
し
た
の
を
実
朝
が
誡
め
た
『
吾
妻
鏡
』
の
話
の
後

に
、
同
じ
く
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
頼
朝
が
藤
原
俊
兼
の
華
美
を
諫
め
た
逸
話
を
付
け
、
さ
ら

に
助
光
が
弓
の
妙
技
に
よ
っ
て
名
誉
挽
回
し
た
話
を
加
え
る
。

四
―
六
「
熊
谷
小
次
郎
上
洛

付
直
実
入
道
往
生

并
相
馬
次
郎
端
坐
往
生
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
九
、
承
元
二
年
九
月
三
日
、
十
月
二
十
一
日
、
巻
十
八
、
元
久
二
年
十

一
月
十
五
日

＊
熊
谷
直
実
往
生
の
話
の
間
に
相
馬
次
郎
師
常
の
往
生
譚
を
挿
入
す
る
。

四
―
七
「
和
田
義
盛
上
総
の
国
司
職
を
望
む
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
九
、
承
元
三
年
十
一
月
二
十
七
日
、
十
二
月
十
五
日
、
巻
十
六
、
正
治

二
年
二
月
五
日

＊
義
盛
の
国
司
職
所
望
を
め
ぐ
る
一
件
で
、
子
息
の
義
直
と
義
重
に
遺
恨
を
残
し
「
世
を
謀

る
心
ざ
し
」
（
９
ォ
）
が
現
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
後
に
起
き
る
「
和
田
義
盛
叛
逆
滅
亡
」

事
件
を
含
ま
せ
た
言
説
。

四
―
八
「
賀
茂
の
長
明
詠
歌
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
十
九
、
建
暦
元
年
十
月
十
三
日

＊
頼
朝
時
代
の
源
家
の
武
威
と
栄
華
へ
の
懐
古
を
、
長
明
に
託
し
て
述
べ
る
。

四
―
九
「
千
葉
介
、
阿
静
房
安
念
を
召
捕
る

付
謀
叛
人
白
状

并
和
田
義
盛
叛
逆
滅
亡
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
一
、
建
暦
三
年
二
月
十
五
日
、
十
六
日
、
三
月
二
日
、
八
日
、
九
日
、

十
七
日
、
四
月
二
日
、
十
五
日
、
五
月
二
日
、
三
日

『
将
軍
記
』
巻
二
、「
同
十
五
日
」「
三
月
九
日
」「
五
月
二
日
」（
７
ゥ
〜
１０
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１１
ォ
〜
１２
ゥ
）

＊
合
戦
の
様
子
は
『
吾
妻
鏡
』
よ
り
具
体
的
で
あ
る
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
引
用
の
後
に
、

頼
朝
時
代
以
来
の
忠
勤
の
者
が
続
け
て
滅
亡
す
る
不
祥
あ
り
と
し
、
不
安
な
世
と
な
っ
た
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と
述
べ
る
。

四
―
十
「
長
沼
の
五
郎
、
太
輔
房
重
慶
を
討
つ

付
長
沼
実
朝
卿
の
政
道
を
罵
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
一
、
建
暦
三
年
九
月
十
九
日
、
二
十
六
日

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
長
沼
五
郎
宗
政
が
実
朝
の
政
道
を
批
判
す
る
話
を
取
り
上
げ
る
。

四
―
十
一
「
将
軍
実
朝
、
民
部
大
夫
が
家
に
渡
御

付
行
光
馬
を
献
ず
る
歌
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
一
、
建
保
元
年
十
二
月
十
九
日
、
二
十
日

四
―
十
二
「
北
条
時
政
入
道
卒
去

付
榎
島
参
籠
の
奇
瑞
」

・
時
政
卒
去

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
二
、
建
保
三
年
一
月
八
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
建
保
三
年
正
月
八
日
」（
１０
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１３
ォ
）

・
時
政
に
江
ノ
島
弁
天
の
奇
瑞
あ
り

『
太
平
記
』
巻
五
「
時
政
榎
島
に
参
籠
の
事
」

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
時
政
卒
去
の
記
事
に
、『
太
平
記
』
の
時
政
が
か
つ
て
江
の
島
で
蒙
っ
た

霊
験
譚
を
合
わ
せ
、「
北
条
家
年
に
随
て
栄
え
、
月
を
遂
て
威
光
を
ま
す
」（
２０
ォ
）
こ
と

の
故
だ
と
す
る
。

四
―
十
三
「
宋
人
陳
和
卿
、
実
朝
卿
に
謁
す

付
相
模
守
諫
言

并
唐
船
を
造
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
二
、
建
保
四
年
六
月
八
日
、
十
四
日
、
十
五
日
、
九
月
十
八
日
、
二

十
日
、
十
一
月
二
十
四
日
、
建
保
五
年
四
月
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
同
四
年
六
月
」（
１０
ゥ
１１
ォ
）、「
同
五
年
四
月
」「
次
の
年
」（
１１

ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１３
ゥ
）

＊
実
朝
が
義
時
・
広
元
の
諫
言
を
聞
か
ず
に
唐
船
を
建
造
し
昇
進
に
狂
奔
す
る
『
吾
妻
鏡
』

の
記
事
を
併
せ
て
載
せ
、
こ
れ
ら
を
源
家
の
「
累
卵
の
危
み
」（
２２
ゥ
２３
ォ
）
と
評
す
。

ま
た
陳
和
卿
の
「
他
心
宿
命
の
通
力
」
（
２３
ォ
）
を
、
唐
船
出
船
失
敗
を
予
知
で
き
な
か
っ

た
「
行
足
ら
ぬ
神
通
か
な
」（
２３
ォ
）
と
揶
揄
す
る
。

四
―
十
四
「
禅
師
公
暁
、
鶴
岡
の
別
当
に
補
す

付
実
朝
卿
の
歌
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
三
、
建
保
五
年
六
月
二
十
日
、
十
月
十
一
日
、
十
一
月
八
日
、
十
二

月
十
日
、
二
十
五
日
、
二
十
六
日

『
将
軍
記
』
巻
二
「
六
月
廿
日
」（
１２
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１３
ゥ
）

四
―
十
五
「
尼
御
台
政
子
上
洛

付
三
位
に
叙
す
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
三
、
建
保
六
年
二
月
四
日
、
四
月
二
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
二
月
四
日
」（
１２
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１４
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、『
将
軍
記
』
と
同
様
に
『
吾
妻
鏡
』
二
月
四
日
の
政
子
上
洛
の

記
事
と
四
月
二
十
九
日
の
政
子
三
位
叙
位
の
記
事
を
併
せ
て
述
べ
る
。

四
―
十
六
「
鎌
倉
怪
異

付
北
条
義
時
、
薬
師
堂
建
立
供
養
」

・
天
変
あ
り

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
三
、
建
保
六
年
六
月
八
日
、
十
一
日
、
二
十
八
日

・
実
朝
左
大
将
と
な
り
、
鶴
岡
に
拝
賀
す
。
実
朝
、
内
大
臣
、
政
子
、
従
二
位
と
な
る
。

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
三
、
建
保
六
年
正
月
二
十
一
日
、
六
月
二
十
七
日
、
十
月
十
九
日
、

二
十
六
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
同
六
年
正
月
」「
六
月
」（
１２
ゥ
）、「
同
廿
七
日
」（
１３
ォ
）、「
十

月
」（
１３
ゥ
）

・
義
時
、
夢
想
あ
り
、
大
倉
に
薬
師
堂
を
建
立
、
供
養
あ
り

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
三
、
建
保
六
年
七
月
九
日
、
十
二
月
二
日

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
う
ち
続
く
天
変
地
異
を
記
し
、
ま
た
同
書
の
霊
夢
に
よ
る
義
時
の
薬
師
堂

建
立
の
記
事
を
続
け
、
最
後
に
薬
師
堂
供
養
の
荘
厳
さ
と
薬
師
如
来
を
称
え
る
。

四
―
十
七
「
実
朝
公
右
大
臣
に
任
ず

付
拝
賀

并
禅
師
公
暁
、
実
朝
を
討
つ
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
三
、
建
保
六
年
十
二
月
廿
日
、
七
年
正
月
二
十
七
日
、
二
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
三
「
十
二
月
」「
明
年
正
月
」「
か
く
て
」（
１３
ゥ
〜
１５
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１４
ゥ
〜
１５
ゥ
）

＊
公
暁
が
「
剣
を
取
て
、
右
大
臣
実
朝
公
の
首
打
落
し
、
提
げ
て
逐
電
す
」（
２７
ゥ
２８
ォ
）

と
い
う
記
述
は
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
剣
を
取
り
て
丞
相
を
侵
し
た
て
ま
つ
る
」
と
あ
り
、

『
将
軍
記
』
に
は
「
剣
を
と
り
て
右
大
臣
の
御
首
を
打
お
と
し
て
取
て
逃
か
く
れ
た
り
」

（
１４
ゥ
）
と
あ
る
。
な
お
『
愚
管
抄
』
六
「
別
帖
・
順
徳
」
、
『
増
鏡
』
第
二
「
新
島
守
」
、

『
日
本
王
代
一
覧
』
に
も
、
公
暁
が
実
朝
の
首
を
打
つ
話
が
あ
る
。
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巻
第
五

五
―
一
「
鎌
倉
将
軍
家
、
居
へ
ら
る
べ
き
評
定

付
阿
野
冠
者
没
落
」

・
政
子
、
義
時
、
京
へ
皇
子
将
軍
を
奏
請
す
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
建
保
七
年
正
月
二
十
八
日
、
二
月
九
日
、
十
三
日
、
十
四
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
頼
経
公
は
」「
承
久
元
年
七
月
十
九
日
」（
１
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１５
ゥ
１６
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
藤
原
道
家
の
正
室
倫
子
の
子
息
を
次
の
将
軍
に
と
い
う
政
子
の

提
言
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
建
保
七
年
二
月
十
三
日
お
よ
び
承
久
元
年

七
月
十
九
日
の
、
禅
定
二
位
家
（
政
子
）
が
京
へ
頼
朝
の
旧
好
あ
る
頼
経
を
将
軍
と
し
て

奏
請
し
た
と
の
記
事
に
対
応
す
る
内
容
で
あ
る
。『
将
軍
記
』
に
は
そ
の
件
に
つ
い
て
、

頼
経
が
頼
朝
の
血
を
ひ
く
こ
と
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
な
お
『
増
鏡
』
で
は
、
道

家
の
進
言
に
よ
り
公
経
の
孫
の
頼
経
が
下
向
し
た
と
す
る
（
第
二
「
新
島
守
」）。
ま
た

『
神
皇
正
統
記
』
で
は
、「
九
條
摂
政
道
家
の
お
と
ゞ
は
頼
朝
の
時
よ
り
外
戚
に
つ
ゞ
き

て
よ
し
み
お
は
し
け
れ
ば
、
其
子
を
く
だ
し
て
扶
持
し
申
け
る
。
大
方
の
こ
と
は
義
時
が

ま
ゝ
に
な
り
に
き
」
と
、
政
子
よ
り
も
義
時
の
権
力
を
強
調
し
て
い
る
。
な
お
『
保
暦
間

記
』
に
も
、「
凡
関
東
の
事
行
ひ
下
知
せ
ら
れ
け
れ
と
も
、
万
つ
義
時
一
人
か
計
ひ
也
き
。

公
家
の
御
事
を
さ
へ
に
押
計
ひ
申
て
、
今
は
王
法
唯
如
形
も
な
し
」（
４８
ゥ
４９
ォ
）『
日
本

王
代
一
覧
』
に
「
天
下
の
事
、
大
小
と
な
く
、
皆
義
時
が
は
か
ら
ひ
な
り
」（
１６
ォ
）
と

あ
る
。

・
阿
野
時
元
、
謀
叛
、
滅
亡

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
建
保
七
年
二
月
十
五
日
、
十
九
日
、
二
十
二
日
、
二
十
三
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１６
ォ
）

＊
阿
野
時
元
の
出
自
な
ど
を
『
吾
妻
鏡
』
よ
り
詳
細
に
述
べ
る
。

五
―
二
「
頼
経
公
、
関
東
下
向
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
建
保
七
年
三
月
十
五
日
、
承
久
元
年
七
月
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
承
久
元
年
七
月
十
九
日
」（
１
ォ
）

五
―
三
「
右
馬
権
頭
頼
茂
父
子
生
害
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
承
久
元
年
七
月
二
十
五
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１６
ォ
ゥ
）

五
―
四
「
信
濃
の
前
司
卒
去

付
鎌
倉
失
火

并
五
仏
堂
造
立
」

・
伊
賀
左
衛
門
尉
光
季
を
政
所
執
事
に
補
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
承
久
元
年
九
月
六
日

・
鎌
倉
の
火
災

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
承
久
元
年
九
月
二
十
二
日

・
政
子
、
不
例
、
五
仏
堂
を
建
立
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
承
久
元
年
十
二
月
十
七
日
、
二
十
七
日

五
―
五
「
二
位
禅
師
を
評
す
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
承
久
元
年
七
月
十
九
日
、
承
久
二
年
十
二
月
一
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
頼
経
公
は
」「
建
保
六
年
戊
寅
正
月
十
六
日
」「
承
久
元
年
七
月
十
九

日
」「
此
日
酉
尅
」「
同
二
年
十
二
月
一
日
」（
１
ォ
ゥ
）

＊
頼
朝
の
時
と
異
な
り
、
北
条
家
の
時
代
に
は
「
政
道
雅
意
に
任
す
る
事
、
今
に
至
て
少
な

か
ら
ず
。
叡
慮
に
そ
む
く
事
お
ほ
し
。
皆
是
二
位
の
禅
尼
の
は
か
ら
ひ
な
り
。
本
朝
の
そ

の
か
み
、
い
ま
だ
か
ゝ
る
例
し
な
し
」
（
７
ゥ
）
と
す
る
。
な
お
『
神
皇
正
統
記
』
に
は
、

後
鳥
羽
上
皇
が
挙
兵
し
た
件
で
、
鎌
倉
幕
府
側
の
咎
瑕
に
つ
い
て
「
後
室
、
そ
の
跡
（
注

頼
朝
の
亡
後
）
を
は
か
ら
ひ
、
義
時
久
く
彼
が
権
を
と
り
て
人
望
に
そ
む
か
ざ
り
し
か

ば
、
下
に
は
い
ま
だ
き
ず
有
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
政
子
と
義
時
を
批
判
的
に
評
し
て

い
る
。

五
―
六
「
鎌
倉
変
災

付
二
位
禅
尼
御
夢
想
」

・
鎌
倉
に
天
変
地
異
が
続
き
、
祈
祷
を
行
う

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
承
久
二
年
十
二
月
四
日
、
承
久
三
年
正
月
十
日
、
十
一
日
、
二

十
二
日
、
二
十
九
日

・
政
子
に
夢
想
あ
り
、
伊
勢
へ
幣
帛
を
送
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
四
、
承
久
三
年
三
月
二
十
二
日

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
天
変
地
異
の
記
事
を
連
ね
、
そ
こ
に
被
害
の
様
と
人
々
の
戦
き
を
書
き
加

え
、
こ
れ
に
政
子
の
霊
夢
の
併
せ
、
き
た
る
承
久
の
乱
の
兆
し
と
す
る
。
政
子
が
夢
に
泰

時
こ
そ
が
大
平
の
世
を
も
た
ら
す
と
の
お
告
げ
を
受
け
た
と
の
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
は
、

そ
の
ま
ま
『
北
条
九
代
記
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
後
の
泰
時
礼
賛
の
記
述
へ
と
繋
が
る
。

五
―
七
「
北
面
西
面
の
始

付
一
院
御
謀
反
の
根
元

并
平
九
郎
仙
堂
に
参
る
」

『
承
久
記
』（
二
巻
、
無
刊
記
板
）
上
「
然
り
し
後
」（
１
ォ
〜
８
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１６
ゥ
〜
１７
ゥ
）
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『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
五
月
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
五
月
」（
２
ォ
ゥ
）

＊
こ
こ
か
ら
は
『
承
久
記
』
を
主
典
拠
と
す
る
。『
将
軍
記
』
も
ま
た
『
承
久
記
』
の
内
容

に
近
い
。
平
盛
遠
と
白
拍
子
亀
菊
の
領
地
問
題
が
京
都
・
鎌
倉
不
和
の
契
機
と
な
っ
た
と

し
、
幕
府
滅
亡
を
謀
る
後
鳥
羽
上
皇
の
も
と
に
盛
綱
・
三
浦
胤
義
・
藤
原
秀
康
ら
が
集
ま

る
。

五
―
八
「
徳
大
寺
殿
諫
言

付
西
園
寺
右
大
将
父
子
召
籠
め
ら
る
」

『
承
久
記
』
上
「
一
院
弥
御
心
た
け
く
」（
８
ゥ
〜
９
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１７
ゥ
）

＊
後
鳥
羽
院
が
巴
の
大
将
（
西
園
寺
公
実
）
を
討
と
う
と
し
た
と
の
『
承
久
記
』
の
記
事
に

加
え
、
西
園
寺
公
経
と
実
氏
を
も
狙
っ
た
と
述
べ
る
。
ま
た
そ
の
理
由
と
し
て
、
公
経
が

道
家
の
舅
で
義
時
の
縁
者
で
あ
る
た
め
と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
『
神
皇
正
統
記
』
に
も
「
九

條
摂
政
道
家
の
お
と
ゞ
は
頼
朝
の
時
よ
り
外
戚
に
つ
ゞ
き
て
よ
し
み
お
は
し
ま
し
け
れ

ば
、
其
子
を
く
だ
し
て
扶
持
し
申
け
る
。
大
方
の
こ
と
は
義
時
が
ま
ゝ
に
な
り
に
き
」

と
、
西
園
寺
家
と
幕
府
と
の
癒
着
を
指
摘
し
て
い
る
。

五
―
九
「
伊
賀
判
官
光
季
討
死
」

『
承
久
記
』
上
「
や
が
て
伊
賀
判
官
」（
１０
ォ
〜
１６
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
五
月
十
九
日
、
二
十
一
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
五
月
」（
２
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１７
ゥ
）

＊
光
季
に
つ
い
て
、
威
勢
あ
り
な
が
ら
一
朝
に
滅
亡
し
た
と
し
、「
忠
義
の
道
を
あ
ら
は
し

け
る
心
ざ
し
こ
そ
ゆ
ゝ
し
け
れ
」（
１６
ゥ
）
と
称
え
る
。

五
―
十
「
院
宣

付
推
松
使
節

并
二
位
禅
尼
評
定
」

『
承
久
記
』
上
「
京
中
に
は
」（
１６
ゥ
〜
１９
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
五
月
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
五
月
」（
２
ゥ
３
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１７
ゥ
１８
ォ
）

＊
『
将
軍
記
』
も
『
北
条
九
代
記
』
と
同
様
に
、
政
子
が
諸
将
を
集
め
て
決
意
を
訴
え
、
諸

将
が
感
涙
す
る
『
承
久
記
』
の
場
面
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

五
―
十
一
「
鎌
倉
軍
勢
上
洛
」

『
承
久
記
』
上
「
明
る
廿
日
の
と
く
」（
１９
ゥ
〜
２２
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
五
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
、
二
十
三
日
、
二
十
七

日
、
六
月
一
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
五
月
」（
３
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１８
ォ
）

五
―
十
二
「
大
炊
渡
軍

付
御
所
焼
の
太
刀
」

『
承
久
記
』
上
「
先
つ
討
手
を
」（
２２
ゥ
〜
２９
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
六
月
五
日
、
六
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
五
月
」（
３
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１８
ォ
）

五
―
十
三
「
株
瀬
川
軍

付
関
東
勢
手
賦
」

『
承
久
記
』
上
「
大
豆
の
渡
り
へ
は
」（
２９
ゥ
〜
３３
ォ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
六
月
六
日

五
―
十
四
「
蒲
原
の
殺
所
謀

付
北
陸
道
軍
勢
、
責
登
る
」

『
承
久
記
』
上
「
式
部
丞
朝
時
は
」（
３３
ォ
〜
３４
ォ
）

＊
式
部
丞
朝
時
、
加
地
入
道
ら
の
軍
評
定
よ
り
以
下
の
話
は
、
板
本
『
承
久
記
』、『
承
久
軍

物
語
』
に
は
な
い
。

巻
第
六

六
―
一
「
宇
治
川
軍
敗
北

付
土
護
覚
心
謀
略
」

『
承
久
記
』
上
「
去
る
程
に
」（
３４
ォ
〜
下
、
１４
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
六
月
十
二
日
、
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
五
月
」（
３
ゥ
）

六
―
二
「
京
方
武
将
没
落

付
鏡
月
房
歌

并
雲
客
死
刑
」

『
承
久
記
』
下
「
去
る
程
に
」（
１５
ォ
〜
２０
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
六
月
十
四
日
、
十
五
日
、
十
六
日
、
七
月
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
五
月
」（
３
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１８
ォ
ゥ
）

六
―
三
「
本
院
新
院
御
遷
幸

并
土
御
門
院
配
流
」

『
承
久
記
』
下
「
同
く
七
月
六
日
」（
２２
ゥ
〜
２９
ゥ
）
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『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
七
月
六
日
、
十
三
日
、
二
十
日
、
二
十
四
日
、
二
十

五
日
、
二
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
十
三
日
」（
４
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１８
ゥ
１９
ォ
）

六
―
四
「
後
嵯
峨
院
新
帝
践
祚

付
能
登
守
秀
康
誅
せ
ら
る
」

・
後
嵯
峨
院
（
後
堀
河
院
）
践
祚
。
泰
時
、
時
房
、
勲
功
の
武
士
を
勧
賞
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
「
八
十
四
代

順
徳
院
」（
１９
ォ
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
承
久
三
年
七
月
八
日
、
九
日
、
十
一
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
十
三
日
」（
４
ォ
）

・
能
登
守
秀
康
、
捕
縛
、
処
刑
さ
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
五
、
十
月
十
二
日
、
十
六
日

も
ち
ひ
と

＊
『
北
条
九
代
記
』
に
い
う
「
新
帝
茂
仁
践
祚
あ
り
。
後
嵯
峨
の
院
と
申
す
」
（
１２
ォ
）
は
、

し
げ

後
堀
河
院
の
誤
り
（
有
朋
堂
文
庫
注
）。『
将
軍
記
』
に
「
持
明
院
守
貞
親
王
の
御
子
茂
仁

を
も
つ
て
御
位
に
つ
け
奉
る
後
堀
川
院
こ
れ
な
り
」
（
巻
四
、
４
ォ
）
と
あ
る
。
な
お
『
神

か
ね
な
り

皇
正
統
記
』
に
は
「
廃
帝
。
諱
は
懐
成
（
略
）
新
主
に
譲
位
あ
り
し
か
ど
、
即
位
登
壇
ま

は
は
か
た
の
を
ぢ

で
も
な
く
て
軍
や
ぶ
れ
し
か
ば
、
外
舅
摂
政
道
家
の
大
臣
の
九
條
の
第
へ
の
が
れ
さ

せ
給
。（
略
）
譲
位
の
七
十
七
ヶ
日
の
あ
ひ
だ
、
し
ば
ら
く
神
器
を
伝
給
し
か
ど
も
、
日

嗣
に
は
く
わ
へ
た
て
ま
つ
ら
ず
」
と
、『
北
条
九
代
記
』
に
い
う
「
九
条
の
廃
帝
」（
１１

ゥ
）
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
な
お
、『
北
条
九
代
記
』
で
は
、『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠

り
、
懐
成
親
王
譲
位
と
後
嵯
峨
帝
（
後
堀
河
院
）
即
位
、
道
家
に
替
わ
っ
て
近
衛
家
実
が

摂
政
と
な
っ
た
こ
と
が
義
時
の
計
ら
い
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
『
将
軍
記
』
に

も
、
土
御
門
院
が
土
佐
、
阿
波
国
に
遷
幸
し
て
以
降
「
天
子
御
位
を
ゆ
づ
ら
る
ゝ
も
又
御

位
に
付
ら
る
ゝ
も
諸
事
と
も
に
関
東
に
う
か
ゞ
ひ
て
の
ち
行
は
る
ゝ
事
に
成
た
り
」

（
４
ォ
）
と
同
様
の
説
が
あ
る
。

六
―
五
「
鎌
倉
天
変
地
妖
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
承
久
四
年
正
月
七
日
、
二
月
一
日
、
貞
応
元
年
四
月
二
十
六
日
、

八
月
二
日
、
十
三
日
、
二
十
日
、
十
二
月
二
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
後
堀
川
院
貞
応
元
年
正
月
」「
二
月
六
日
」（
４
ォ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
天
変
地
異
の
記
事
を
連
ね
て
大
事
の
起
き
る
前
兆
と
す
る
の
は
『
北
条
九

代
記
』
に
こ
れ
ま
で
に
も
見
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
が
、
本
話
の
場
合
は
こ
れ
を
淳
厚
の
世

に
立
ち
返
る
瑞
相
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

六
―
六
「
太
上
法
皇
崩
御

付
富
士
浅
間
御
遷
宮
」

・
太
上
法
皇
崩
御

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
二
年
五
月
十
八
日

・
富
士
浅
間
宮
の
造
替
遷
宮
、
富
士
浅
間
神
社
の
由
来

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
六
月
二
十
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
二
年
六
月
」（
４
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
１９
ゥ
）

＊
冨
士
浅
間
神
の
由
来
に
つ
い
て
は
、『
東
海
道
名
所
記
』
巻
五
に
も
「
い
に
し
へ
、
孝
霊

天
皇
の
御
時
に
、
此
あ
ふ
み
の
水
う
み
、
一
夜
の
う
ち
に
出
き
て
、
そ
の
夜
に
、
富
士
山

わ
き
出
た
り
」
と
あ
る
。

六
―
七
「
優
曇
花
の
説

付
下
部
の
女
房
三
子
を
生
む
」

・
政
子
、
浄
密
法
師
よ
り
優
曇
華
の
花
の
説
を
聞
く

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
二
年
七
月
九
日

・
大
倉
谷
の
横
町
で
三
つ
子
誕
生
す
る
も
間
も
な
く
死
去

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
二
年
九
月
五
日
、
六
日

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
優
曇
華
の
説
を
詳
細
に
記
し
、『
吾
妻
鏡
』
の
優
曇
華
の
花
が

実
は
芭
蕉
の
花
で
あ
っ
た
話
と
、
三
つ
子
が
生
ま
れ
て
直
ぐ
に
死
ん
だ
話
を
続
け
、「
鎌

倉
の
珍
事
な
り
と
人
々
申
合
れ
け
り
」（
１６
ゥ
）
と
述
べ
る
。

六
―
八
「
大
魚
死
し
て
浦
に
寄
す
る

付
旱
魃
雨
請
」

・
頼
経
の
手
習
始

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
三
年
四
月
二
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
元
仁
元
年
四
月
」（
４
ゥ
）

・
炎
暑
続
き
、
祈
祷
行
わ
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
三
年
五
月
十
三
日
、
十
五
日
、
六
月
六
日
、
十
日

六
―
九
「
北
条
義
時
死
去
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
三
年
六
月
十
二
日
、
十
三
日
、
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
六
月
十
三
日
」（
４
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２０
ォ
）

六
―
十
「
武
蔵
守
泰
時
執
権

付
二
位
禅
尼
、
三
浦
義
村
を
誡
め
ら
る
」

東 京 学 芸 大 学 紀 要 人文社会科学系Ⅰ 第６１集（２０１０）

― 180 ―



『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
三
年
六
月
二
十
六
日
、
二
十
八
日
、
二
十
九
日
、
七
月
十

七
日
、
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
廿
六
日
」「
陸
奥
守
義
時
の
後
室
は
」（
４
ゥ
〜
５
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２０
ォ
ゥ
）

六
―
十
一
「
義
時
の
後
室
同
兄
弟

并
に
実
雅
中
将
流
罪
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
三
年
閏
七
月
三
日
、
八
月
二
十
八
日
、
二
十
九
日
、
十
月

十
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
陸
奥
守
義
時
の
後
室
は
」（
５
ゥ
６
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２０
ゥ
）

＊
義
時
の
後
室
の
愚
性
・
愚
行
ゆ
え
の
災
厄
で
あ
っ
た
と
騒
動
の
原
因
が
後
室
に
あ
る
と
非

難
す
る
。

六
―
十
二
「
武
蔵
守
泰
時
廉
直
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
貞
応
三
年
九
月
五
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
九
月
」（
６
ォ
ゥ
）

＊
泰
時
が
廉
直
の
道
理
を
弁
え
た
こ
と
で
北
条
家
の
権
威
が
増
し
、
諸
国
大
平
と
な
っ
た
と

評
す
る
。

六
―
十
三
「
疫
癘
流
行

付
鎌
倉
四
境
鎮
祭
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
元
仁
元
年
十
二
月
二
十
六
日

＊
陰
陽
師
国
道
の
、
廉
直
・
仁
慈
の
政
治
を
行
え
ば
天
地
交
感
し
神
明
擁
護
あ
っ
て
疫
病
退

散
す
る
と
い
う
進
言
を
泰
時
が
受
け
た
と
い
う
話
を
書
き
加
え
、『
吾
妻
鏡
』
の
疫
病
流

行
に
よ
る
神
祭
の
記
事
を
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
泰
時
の
仁
政
へ
の
契
機
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
。

六
―
十
四
「
泰
時
仁
政

付
大
江
廣
元
入
道
卒
去
」

・
頼
経
、
正
五
位
下
、
右
近
衛
少
将
、
征
夷
大
将
軍
と
な
る

『
吾
妻
鏡
』
脱
漏
、
嘉
禄
元
年
十
二
月
二
十
九
日
、
嘉
禄
二
年
正
月
十
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
嘉
禄
元
年
十
一
月
」（
６
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２１
ォ
）

・
大
江
広
元
卒
去

『
吾
妻
鏡
』
脱
漏
、
嘉
禄
元
年
六
月
十
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２１
ォ
）

＊
頼
経
征
夷
大
将
軍
即
位
の
記
事
に
添
え
て
泰
時
の
仁
政
に
よ
る
静
謐
の
世
の
様
を
、
さ
ら

に
『
吾
妻
鏡
』
の
大
江
広
元
の
卒
去
の
記
事
に
添
え
て
、
人
々
が
頼
朝
時
代
以
来
の
忠
義

廉
譲
の
人
の
死
を
嘆
く
様
を
新
た
に
書
き
加
え
る
。

六
―
十
五
「
二
位
禅
尼
逝
去
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
六
、
元
仁
元
年
十
二
月
二
十
四
日
、
脱
漏
、
嘉
禄
元
年
七
月
十
一
日
、

十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
七
月
」（
６
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２１
ォ
）

＊
政
子
の
病
死
が
義
時
後
室
の
怨
霊
の
所
為
と
す
る
。
な
お
巻
五
「
二
位
禅
尼
を
評
す
」

に
、
政
子
に
つ
い
て
「
異
国
の
呂
后
は
漢
の
罪
人
と
ぞ
い
ふ
べ
き
。
本
朝
の
禅
尼
も
ま
た

と
が
う

鎌
倉
の
蠹
贅
な
り
」（
７
ゥ
）
と
酷
評
す
る
。
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
の
「
前
漢
の
呂
后
に

同
じ
く
、
天
下
を
執
り
行
は
し
め
た
ま
ふ
。
も
し
は
ま
た
神
功
皇
后
再
生
せ
し
め
、
我
が

国
の
皇
基
を
擁
護
せ
し
め
た
ま
ふ
か
」（
嘉
禄
元
年
七
月
十
一
日
）
と
い
う
政
子
に
つ
い

て
の
言
説
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
逆
に
批
判
的
に
評
し
た
も
の
か
。
た
だ
し
一
方
で
「
才
智
優

長
の
禅
尼
か
な
と
皆
称
嘆
せ
ら
れ
け
り
」（
巻
五
「
二
位
禅
尼
を
評
す
」（
７
ゥ
）
と
の
肯

定
的
見
方
も
備
わ
る
。
な
お
、『
将
軍
記
』
で
は
、
政
子
の
才
智
に
つ
い
て
「
婦
人
に
は

上
古
末
代
尤
も
希
な
ら
ん
歟
」（
６
ゥ
）
と
肯
定
的
評
価
を
し
て
い
る
。

六
―
十
六
「
三
浦
義
村
、
弥
陀
来
迎
の
粧
ひ
を
経
営
す
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
元
年
二
月
二
十
一
日

＊
か
つ
て
義
時
後
室
の
陰
謀
に
与
し
た
と
さ
れ
た
三
浦
義
村
が
、
走
湯
山
の
浄
蓮
房
に
帰
依

し
来
迎
講
を
行
っ
た
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
も
と
に
、
義
村
と
浄
蓮
房
と
の
交
流
や
三
崎

海
上
で
の
来
迎
講
の
神
々
し
い
催
し
の
様
に
筆
を
費
や
し
て
い
る
。

六
―
十
七
「
将
軍
家
浜
出

付
遊
君
浅
菊
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
元
年
四
月
十
七
日
、
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
寛
喜
元
年
四
月
十
七
日
」（
７
ォ
）

＊
船
上
で
の
催
馬
楽
「
老
鼠
」「
あ
な
た
う
と
」
の
曲
名
は
『
吾
妻
鏡
』『
将
軍
記
』
に
は
な

い
。

六
―
十
八
「
勝
木
七
郎
子
息
則
定
、
本
領
安
堵
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
正
月
二
十
三
日
、
二
月
六
日
、
七
日
、
八
日

＊
前
話
に
続
き
『
吾
妻
鏡
』
の
泰
時
に
よ
る
文
武
の
催
事
を
記
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
勝
木
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七
郎
則
定
が
芸
能
披
露
し
て
本
領
安
堵
し
た
件
を
述
べ
、
最
後
に
「
一
芸
一
能
に
感
応
す

れ
ば
、
自
然
に
、
そ
の
徳
そ
な
は
る
こ
と
、
古
今
是
爾
な
り
と
、
あ
り
が
た
か
り
け
る
御

恵
な
り
」（
３０
ォ
）
と
則
定
と
泰
時
を
称
え
る
。

六
―
十
九
「
鎌
倉
騒
動

付
武
州
計
略
静
謐
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
二
月
三
十
日
、
三
月
一
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
二
月
卅
日
」「
三
月
一
日
」（
７
ゥ
８
ォ
）

＊
世
を
静
謐
に
す
る
た
め
の
泰
時
の
謀
策
、
そ
し
て
家
臣
へ
の
厚
情
を
、『
吾
妻
鏡
』
と
同

様
に
美
談
と
し
て
述
べ
る
。

巻
第
七

七
―
一
「
雷
震

付
将
軍
家
御
退
去
問
答
勘
例
」

・
落
雷
で
人
死
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
六
月
九
日

・
落
雷
の
吉
凶
を
評
議
し
、
将
軍
の
移
居
を
決
定

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
六
月
十
四
日

七
―
二
「
夏
雪

付
勘
文

并
北
条
修
理
亮
時
氏
卒
去
」

・
美
濃
国
に
降
雪
の
不
吉
あ
り
、
泰
時
、
鎌
倉
の
政
務
を
正
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
六
月
十
六
日

・
北
条
時
氏
卒
去

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
六
月
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
六
月
十
八
日
」（
９
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２２
ォ
）

七
―
三
「
降
霜
石
降
冬
雷

付
将
軍
家
御
台
所
、
御
輿
入
」

・
天
災
続
く

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
七
月
十
六
日
、
八
月
六
日
、
八
日
、
九
月
八
日
、
十

一
月
八
日
、
十
八
日
、
十
二
月
五
日

・
頼
家
の
息
女
、
頼
経
の
御
台
所
と
な
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
二
年
十
二
月
九
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
十
二
月
九
日
」（
９
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２１
ォ
）

七
―
四
「
天
変
地
妖
御
祈
祷
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
三
年
四
月
十
九
日
、
五
月
十
三
日
、
十
七
日
、
六
月
十
五

日
、
十
六
日

七
―
五
「
名
越
辺
狼
藉

付
平
三
郎
左
衞
門
尉
、
泰
時
を
諫
む
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
三
年
九
月
二
十
七
日

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
泰
時
の
越
後
守
を
案
じ
る
言
葉
に
、
新
た
に
『
詩
経
』「
小
雅
」「
鹿
鳴
之

じ
ょ
う
て
い

什
」「
常
棣
」
の
文
言
を
加
え
、
同
族
と
の
絆
を
重
ん
じ
る
泰
時
の
仁
徳
を
強
調
し
て
い

る
。

七
―
六
「
鎌
倉
失
火
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
七
、
寛
喜
三
年
十
月
二
十
五
日
、
二
十
七
日

七
―
七
「
貞
永
式
目
を
試
む

付
関
東
飢
饉
」

・
頼
経
、
右
近
衛
中
将
と
な
る
。
泰
時
、
貞
永
式
目
を
定
め
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
八
、
寛
喜
四
年
三
月
三
日
、
貞
永
元
年
四
月
十
四
日
、
五
月
十
四
日
、

七
月
十
日
、
八
月
十
日
、
十
一
月
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
三
月
三
日
」「
貞
永
元
年
正
月
」「
五
月
」（
９
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２２
ゥ
）

・
泰
時
、
飢
饉
の
窮
民
救
済
の
た
め
米
食
料
を
施
す
。

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
八
、
貞
永
元
年
十
一
月
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
年
来
打
つ
ゞ
き
」（
９
ゥ
１０
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２２
ゥ
）

＊
式
目
が
仁
譲
廉
義
の
規
範
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
窮
民
救
済
の
記
事
と
併
せ
、
泰
時
の

仁
政
と
し
て
述
べ
る
。

七
―
八
「
下
河
辺
行
秀
法
師
、
補
陀
洛
山
に
渡
る

付
恵
蕚
法
師
」

・
行
秀
、
補
陀
洛
山
に
渡
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
九
、
天
福
元
年
五
月
二
十
七
日

・
恵
蕚
法
師
、
補
陀
洛
山
に
至
る

『
元
亨
釈
書
』
巻
十
六
、
力
遊
九
「
唐
補
陀
落
寺
慧
蕚
」

＊
智
定
坊
（
行
秀
）
の
向
か
っ
た
補
陀
洛
山
の
様
を
書
き
加
え
、
ま
た
か
つ
て
同
山
に
至
っ

た
と
い
う
恵
蕚
法
師
の
話
を
添
え
、
志
の
殊
勝
さ
を
強
調
す
る
。

七
―
九
「
武
蔵
守
泰
時
監
察

付
博
奕
禁
止
」
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『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
九
、
天
福
元
年
八
月
十
八
日

＊
殺
人
犯
が
捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
泰
時
の
監
察
は
神
に
通
じ
給
ひ
け
り
と
皆

感
嘆
せ
ら
れ
け
り
」（
１１
ォ
）
と
泰
時
を
称
え
る
。
ま
た
最
後
に
博
奕
の
弊
害
に
つ
い
て

説
く
。

七
―
十
「
泰
時
政
務

付
奉
行
頭
人
行
跡
評
議
」

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
五
「
相
模
入
道
田
楽
を
弄
す
る
并
闘
犬
の
事
」（
４
ォ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
九
、
天
福
二
年
七
月
六
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
七
月
六
日
」（
１０
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
泰
時
の
廉
直
ぶ
り
を
記
し
、
さ
ら
に
、
時
と
相
応
の
分
を
知
る

こ
と
が
智
で
あ
る
こ
と
、
小
智
・
邪
智
に
つ
い
て
説
く
。

七
―
十
一
「
御
台
卒
去

付
明
石
の
神
子
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
九
、
天
福
二
年
七
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
廿
六
日
」（
１０
ゥ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
明
石
の
神
子
の
失
態
譚
を
添
え
る
。

七
―
十
二
「
六
月
祓

付
将
軍
家
、
御
疱
瘡
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
二
十
九
、
天
福
二
年
三
月
五
日
、
八
月
一
日
、
十
二
月
二
十
八
日
、
文
暦

二
年
六
月
三
十
日
、
嘉
!
元
年
十
月
十
七
日
、
十
一
月
十
八
日
、
二
十
六
日
、
十
二
月

十
八
日
、
二
十
日
、
二
十
七
日
、
二
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
文
暦
元
年
三
月
五
日
」（
１０
ォ
）、「
十
二
月
」「
嘉
禎
元
年
十
月
」

（
１０
ゥ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
に
拠
り
つ
つ
、
泰
時
の
孫
の
元
服
を
冒
頭
に
記
し
、
頼
経
の
昇
進
と
病
気
の

記
事
を
連
ね
、
併
せ
て
六
月
祓
や
神
仏
へ
の
祭
祀
祈
祷
の
記
事
を
並
べ
る
。

七
―
十
三
「
春
日
の
神
木

付
興
福
寺
の
衆
徒
蜂
起
」

・
石
清
水
神
人
と
興
福
寺
の
水
利
争
い
、
南
都
衆
徒
の
蜂
起
、
鎮
静

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
一
、
文
暦
二
年
五
月
二
十
三
日
、
七
月
二
十
四
日
、
嘉
禎
元
年
十
二

月
二
十
九
日
、
嘉
禎
二
年
二
月
二
十
八
日
、
十
月
二
日
、
五
日
、
十
一
月
十
四
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
先
年
」（
１１
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２４
ォ
ゥ
）

・
頼
家
を
民
部
卿
、
泰
時
を
左
京
権
大
夫
に
補
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
一
、
嘉
禎
二
年
十
二
月
三
日
、
二
十
六
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
将
軍
家
を
」（
１１
ゥ
）

＊
南
都
衆
徒
の
蜂
起
の
記
事
の
後
に
頼
家
・
泰
時
昇
進
の
記
事
を
続
け
、「
京
都
鎌
倉
静
謐

す
る
こ
と
、
ひ
と
へ
に
泰
時
の
政
務
に
よ
る
と
、
上
下
の
諸
人
称
嘆
せ
り
」（
１７
ォ
）
と

泰
時
を
評
す
。

七
―
十
四
「
北
条
時
頼
元
服

付
弓
矢
評
論
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
一
、
嘉
禎
三
年
四
月
二
十
二
日
、
七
月
十
九
日
、
八
月
十
五
日
、
十

六
日

七
―
十
五
「
将
軍
御
上
洛

并
鎌
倉
御
下
向
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
二
、
嘉
禎
四
年
正
月
二
十
日
、
二
十
八
日
、
二
月
十
六
日
、
十
七
日
、

二
十
二
日
、
二
十
三
日
、
二
十
六
日
、
二
十
八
日
、
三
月
七
日
、
四
月
七
日
、
十
日
、

十
八
日
、
二
十
五
日
、
五
月
十
六
日
、
六
月
五
日
、
六
日
、
七
月
十
六
日
、
九
月
九
日
、

十
三
日
、
十
月
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
暦
仁
元
年
正
月
」「
廿
三
日
」「
廿
六
日
」「
今
日
」「
三
月
」「
四
月

十
日
」「
廿
五
日
」「
十
六
日
」「
六
月
五
日
」「
七
月
十
六
日
」「
十
月
十
三
日
」（
１１

ゥ
〜
１４
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２５
ォ
）

七
―
十
六
「
!
寺
の
供
僧
を
評
せ
ら
る

付
僧
侶
の
行
状
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
二
、
暦
仁
元
年
十
二
月
七
日

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
供
僧
の
師
資
継
承
法
を
定
め
る
記
事
に
添
え
て
、
昨
今
の
僧
侶
の
堕
落
ぶ

り
を
誡
め
、
上
古
は
国
分
寺
・
神
護
寺
の
僧
侶
の
行
い
正
し
き
に
よ
り
天
下
安
泰
で
あ
っ

た
と
述
べ
る
。

七
―
十
七
「
泰
時
奇
物
を
誡
め
ら
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
三
、
延
応
元
年
三
月
十
七
日
、
十
二
月
五
日
、
延
応
二
年
一
月
二
十

四
日
、
三
月
十
八
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
仁
治
元
年
三
月
」「
是
年
」（
１５
ォ
）

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
九
「
足
利
殿
打
越
大
江
山
事
」（
２７
ォ
〜
２８
ォ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
の
記
事
を
引
用
し
、
泰
時
が
奇
物
や
華
奢
、

土
産
を
禁
じ
た
の
は
、
理
政
安
民
の
こ
と
の
み
を
考
え
た
ゆ
え
と
述
べ
る
。

七
―
十
八
「
火
柱
相
論

付
泰
時
詠
歌

并
境
目
論
批
判
」

・
赤
白
の
気
、
彗
星
出
現
を
評
議
す
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『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
四
、
仁
治
二
年
二
月
四
日
、
七
日
、
十
六
日
、
三
十
日

・
泰
時
、
詠
歌
に
世
を
儚
む
。
泰
時
、
海
野
幸
氏
と
光
蓮
の
境
目
争
論
を
裁
く

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
四
、
仁
治
二
年
三
月
十
六
日
、
二
十
五
日
、
四
月
十
六
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
二
年
三
月
」（
１５
ォ
ゥ
）

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
九
「
足
利
殿
御
上
洛
事
」（
８
ゥ
〜
９
ォ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
、
泰
時
が
政
道
に
私
情
な
き
旨
を
説
き
光
蓮
の
遺
恨
を
誡
め
た
話
に
、
『
太

平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
の
頼
朝
が
広
常
を
罰
し
た
話
を
加
え
る
。

七
―
十
九
「
北
条
泰
時
逝
去

付
左
近
大
夫
経
時
執
権
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
四
、
仁
治
二
年
六
月
二
十
七
日
、
寛
元
元
年
六
月
十
五
日
、
七
月
十

八
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
三
年
六
月
」（
１６
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２７
ォ
）

『
五
代
帝
王
物
語
』「
泰
時
は
寛
元
々
年
六
月
十
五
日
に
う
せ
に
け
り
。
年
六
十
」

＊
泰
時
の
卒
去
に
つ
い
て
、
時
房
の
死
と
と
も
に
「
古
老
の
名
臣
や
う
や
く
く
絶
て
、
天
下

の
政
道
、
故
実
を
失
な
ふ
に
似
る
た
る
も
の
か
」
と
評
し
、
人
々
の
嘆
き
を
描
く
。

七
―
二
十
「
将
軍
家
、
佐
渡
の
前
司
が
亭
に
入
御
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
五
、
寛
元
元
年
九
月
五
日

＊
管
弦
の
記
事
に
添
え
て
、
そ
の
興
趣
の
様
を
描
く
。

七
―
二
十
一
「
将
軍
頼
経
公
職
位
を
譲
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
五
、
寛
元
元
年
十
二
月
二
十
九
日
、
寛
元
二
年
三
月
一
日
、
四
月
二

十
一
日
、
九
月
十
三
日
、
二
十
八
日
、
十
二
月
二
十
七
日
、
寛
元
三
年
七
月
五
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
寛
元
三
年
七
月
五
日
」（
１６
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２９
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
頼
経
が
政
務
に
悩
み
、
懈
怠
あ
っ
て
譲
位
し
た
と
述
べ
る
。
こ

れ
は
『
将
軍
記
』
に
、
頼
経
出
家
の
理
由
と
し
て
「
春
の
比
よ
り
彗
星
客
星
の
天
変
又
は

御
不
例
お
ほ
く
お
は
し
ま
す
か
た
!
"
も
つ
て
お
ぼ
し
め
し
立
給
ふ
所
也
」（
１６
ゥ
）
と

あ
る
の
を
ふ
ま
え
た
か
。『
北
条
九
代
記
』
に
譲
位
の
一
因
と
す
る
頼
経
の
病
に
つ
い
て

は
、『
吾
妻
鏡
』
に
寛
元
元
年
五
月
二
十
八
日
に
赤
痢
を
、
譲
位
後
の
寛
元
三
年
二
月
十

日
に
飲
水
病
と
陰
疾
を
、
五
月
二
十
九
日
に
黄
疸
を
煩
っ
て
い
る
。
な
お
頼
経
の
出
家

は
、
『
北
条
九
代
記
』
に
は
「
同
（
寛
元
二
年
）
七
月
五
日
」
と
す
る
が
、
『
吾
妻
鏡
』
『
将

軍
記
』
で
は
寛
元
三
年
七
月
五
日
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
吾
妻
鏡
』
等
先
行
作
品
と
の
年

月
日
の
齟
齬
は
『
北
条
九
代
記
』
の
他
の
箇
所
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

巻
第
八

八
―
一
「
将
軍
頼
嗣
御
家
督
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
五
、
寛
元
二
年
四
月
二
十
一
日
、
五
月
五
日
、
寛
元
三
年
七
月
二
十

六
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２８
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
四
「
藤
原
頼
嗣
公
は
」「
延
応
元
年
十
一
月
廿
一
日
」「
同
廿
八
日
」「
同

三
年
七
月
」（
１７
ォ
）

＊
頼
嗣
が
当
時
七
歳
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
吾
妻
鏡
』
に
は
な
く
『
日
本
王
代
一
覧
』『
将
軍

記
』
に
あ
る
。『
北
条
九
代
記
』
で
は
こ
こ
で
頼
経
が
天
変
地
異
の
祈
祷
に
倦
じ
て
譲
位

し
た
と
述
べ
る
が
、
さ
ら
に
、
実
は
北
条
家
が
権
力
を
掌
握
す
る
た
め
に
幼
少
の
頼
嗣
に

将
軍
位
を
譲
ら
せ
た
と
も
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ

る
。

八
―
二
「
武
蔵
守
経
時
卒
去

付
越
後
守
光
時
、
叛
逆
流
刑
」

・
経
時
病
悩
、
卒
去

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
七
、
寛
元
三
年
五
月
二
十
九
日
、
寛
元
四
年
三
月
二
十
一
日
、
二
十

三
日
、
四
月
十
九
日
、
閏
四
月
一
日
、
二
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
四
年
三
月
」「
閏
四
月
十
九
日
」（
１７
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２９
ゥ
）

・
越
後
守
光
時
謀
叛
、
出
家
し
陳
謝
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２９
ゥ
）

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
七
、
寛
元
四
年
五
月
二
十
四
日
、
二
十
五
日
、
六
月
十
三
日
、

『
将
軍
記
』
巻
四
「
五
月
廿
四
日
」（
１７
ゥ
）

＊
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
り
、
時
頼
が
頼
経
に
心
を
通
わ
す
光
時
の
謀
叛
を
収
め
た
こ
と

で
天
下
を
掌
握
し
た
と
述
べ
る
。

八
―
三
「
前
将
軍
頼
経
入
道
御
帰
洛
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
七
、
寛
元
四
年
七
月
十
一
日
、
十
六
日
、
十
八
日
、
二
十
一
日
、
二

十
二
日
、
二
十
三
日
、
二
十
四
日
、
二
十
七
日
、
二
十
八
日
、
八
月
十
二
日
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『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
四
年
七
月
」（
１６
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３０
ォ
）

＊
頼
経
の
帰
洛
の
道
程
を
『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
た
地
名
を
引
用
し
つ
つ
七
五
調
の
道
行
文

と
し
て
述
べ
る
。

八
―
四
「
三
浦
式
部
大
夫
、
流
鏑
馬
を
射
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
七
、
寛
元
四
年
八
月
十
五
日
、
十
六
日

八
―
五
「
御
所
追
込
の
狼
藉
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
七
、
寛
元
四
年
十
二
月
二
十
八
日

＊
罪
人
彦
五
郎
の
名
は
『
吾
妻
鏡
』
に
は
な
い
。

八
―
六
「
由
井
の
浜
血
に
変
ず

付
大
魚
死
す

并
黄
蝶
の
怪
異
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
八
、
宝
治
元
年
三
月
十
一
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、
五
月
二
十
九
日

八
―
七
「
三
浦
泰
村
権
威

付
景
盛
入
道
覚
地
、
諷
諫
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
八
、
宝
治
元
年
四
月
十
一
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３０
ォ
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
四
「
前
将
軍
頼
経
入
道
を
」（
１８
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５４
ゥ
５５
ォ
）

＊
三
浦
泰
村
と
秋
田
城
介
義
景
と
不
仲
の
こ
と
等
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。『
保
暦

間
記
』
に
も
、「
其
比
、
関
東
に
も
分
に
随
て
!
る
類
も
あ
り
。
三
浦
の
駿
河
守
か
子
に
、

若
狭
守
泰
村
と
申
は
、
時
頼
縁
有
け
る
に
依
て
、
!
を
成
す
事
夢
双
也
。
又
、
秋
田
城
介

義
景
も
、
さ
る
子
細
有
て
権
を
執
け
り
。
二
人
中
悪
し
て
、
煩
多
か
り
け
り
」（
５４
ゥ

５５
ォ
）
と
あ
る
。

八
―
八
「
将
軍
家
御
台
逝
去

付
左
近
大
夫
時
頼
、
泰
村
が
館
を
退
き
帰
る

并
時
頼
泰

村
、
和
平
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
八
、
宝
治
元
年
五
月
六
日
、
十
三
日
、
二
十
一
日
、
二
十
七
日
、
二

十
八
日
、
六
月
一
日
、
二
日
、
三
日
、
四
日
、
五
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
後
深
草
院
宝
治
元
年
」（
１８
ォ
）、「
前
将
軍
頼
経
入
道
を
」（
１８
ゥ

１９
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３０
ゥ
３１
ォ
）

八
―
九
「
三
浦
泰
村
家
門
滅
亡
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
八
、
宝
治
元
年
六
月
五
日
、
六
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
前
将
軍
頼
経
入
道
を
」（
１８
ゥ
１９
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３１
ォ
ゥ
）

八
―
十
「
上
総
権
介
秀
胤
自
害
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
八
、
宝
治
元
年
六
月
七
日

『
見
聞
軍
抄
』（
寛
永
頃
刊
、
八
巻
八
冊
）
巻
七
「
三
浦
泰
村
、
合
戦
の
事
」（
２０
ゥ
）

＊
『
見
聞
軍
抄
』
に
は
、
大
須
賀
左
衛
門
尉
胤
氏
と
東
の
中
務
入
道
素
暹
ら
が
秀
胤
の
館
を

襲
撃
す
る
話
が
あ
る
。

八
―
十
一
「
筑
後
左
衞
門
次
郎
知
定
、
勧
賞
に
漏
る
ゝ
訴
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
三
十
八
、
宝
治
元
年
六
月
十
二
日
、
十
四
日
、
十
七
日
、
九
月
十
一
日
、

十
一
月
十
一
日

八
―
十
二
「
西
園
寺
家
繁
栄

付
時
頼
、
相
模
守
に
任
ず
」

・
重
時
を
陸
奥
守
に
、
時
頼
を
相
模
守
、
正
五
位
下
に
、
頼
嗣
を
従
三
位
、
左
近
中
将
に
輔

す
。

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
一
、
建
長
三
年
七
月
四
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３１
ゥ
、
３２
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
四
「
建
長
元
年
」（
２０
ォ
）「
同
三
年
七
月
」（
２０
ゥ
）

＊
道
家
が
頼
経
の
一
件
で
光
村
に
加
担
し
関
東
と
不
和
に
な
っ
た
こ
と
、
西
園
寺
実
氏
が
、

北
条
家
と
和
す
こ
と
に
よ
っ
て
勢
い
を
増
し
た
こ
と
、
北
条
家
が
禁
中
を
取
り
仕
切
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
は
、『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。

・
了
行
法
師
、
矢
作
左
衛
門
尉
謀
叛
、
処
刑

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
一
、
建
長
三
年
十
二
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
四
「
十
二
月
廿
六
日
」（
２０
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３２
ゥ
）

＊
十
二
月
二
十
六
日
の
氏
信
・
景
頼
の
謀
叛
は
、
頼
経
と
三
浦
家
に
加
担
し
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
が
、
こ
れ
は
『
将
軍
記
』
に
も
「
前
将
軍
頼
経
、
京
都
に
を
ひ
て
世
を
み
だ
さ
ん

と
思
給
ふ
と
云
々
」（
２０
ゥ
２１
ォ
）
と
あ
り
、『
保
暦
間
記
』
に
も
「
将
軍
頼
経
、
京
都
に

し
て
世
を
乱
ん
と
あ
る
由
」（
５５
ォ
）
を
了
行
法
師
が
白
状
し
た
と
あ
る
。
ま
た
『
北
条

九
代
記
』
で
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
り
、
西
園
寺
家
の
繁
栄
の
背
景
に
つ
い
て
、
三

浦
光
村
に
通
じ
て
い
た
道
家
が
零
落
し
、
北
条
家
と
親
交
あ
っ
た
西
園
寺
家
が
次
第
に
威

勢
を
増
し
た
と
述
べ
、
そ
れ
に
従
い
、
時
頼
・
重
時
両
執
権
が
禁
中
の
政
治
に
ま
で
介
入
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す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。

八
―
十
三
「
光
明
峰
寺
道
家
公
薨
ず

付
五
摂
家
相
分
る
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
一
、
建
長
四
年
二
月
二
十
日
、
二
十
七
日
、
三
月
五
日
、
二
十
一
日
、

四
月
三
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
２９
ゥ
３０
ォ
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
四
「
同
四
年
二
月
」「
三
月
五
日
」「
三
月
廿
一
日
」（
２１
ォ
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
時
頼
が
頼
嗣
の
愚
昧
を
理
由
に
譲
位
を
奏
し
て
い
る
。
ま
た
道

家
薨
去
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
か
の
薨
御
の
事
と
云
々
。
説
等
あ
り
。
武
家

籌
策
あ
る
べ
き
の
期
な
り
と
云
々
」（
二
月
二
十
七
日
）
と
述
べ
て
い
る
が
、『
北
条
九
代

記
』
に
も
「
頼
経
上
洛
し
給
ひ
て
後
は
、
北
条
家
を
怨
み
給
ふ
心
有
て
、
三
浦
光
村
に
も

仰
せ
合
せ
ら
る
ゝ
事
あ
り
け
り
。
然
れ
ど
も
、
将
軍
頼
嗣
の
祖
父
な
る
ゆ
へ
、
関
東
よ
り

其
ま
ゝ
差
置
れ
け
る
所
に
、
了
行
法
師
が
白
状
の
お
り
ふ
し
薨
じ
給
ひ
け
る
こ
と
、
疑
心

な
き
に
あ
ら
ず
。
武
家
よ
り
計
ら
ひ
奉
り
け
る
に
や
と
、
心
あ
る
人
は
恠
み
け
り
」（
１９

ゥ
２０
ォ
）
と
、
頼
経
と
三
浦
一
族
の
乱
と
の
関
わ
り
や
、
道
家
の
死
の
真
相
に
つ
い
て
、

よ
り
具
体
的
な
言
及
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
っ
た
言
説
で
あ
る
。
ま

た
、
時
頼
が
道
家
と
良
実
の
不
和
を
計
ら
っ
て
五
摂
家
を
設
立
し
た
と
し
、
武
家
の
介
入

に
よ
り
王
道
が
い
よ
い
よ
衰
退
し
た
と
い
う
説
も
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。

八
―
十
四
「
宗
尊
親
王
、
関
東
下
向

付
相
撲
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
二
、
建
長
四
年
三
月
十
九
日
、
四
月
一
日
、
五
日
、
十
四
日
、
建
長

六
年
閏
五
月
一
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
宗
尊
親
王
は
」「
仁
治
三
年
」「
建
長
四
年
正
月
八
日
」「
三
月
十
九

日
」「
十
四
日
」（
１
ォ
ゥ
）、「
閏
五
月
一
日
」（
３
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３３
ォ
）

＊
冒
頭
の
宗
尊
親
王
の
経
歴
は
『
将
軍
記
』
に
拠
る
。

八
―
十
五
「
陸
奥
守
重
時
、
相
模
守
時
頼
出
家

付
時
頼
省
悟
」

・
重
時
出
家

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
三
、
建
長
八
年
三
月
十
一
日
、
四
月
十
四
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
八
年
三
月
十
一
日
」「
四
月
十
四
日
」（
３
ゥ
）

・
時
頼
、
建
長
寺
建
立
、
仏
道
に
帰
依
し
出
家
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
三
、
建
長
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
康
元
元
年
十
一
月
二
十
三
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３５
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
五
年
十
一
月
廿
五
日
」（
２
ゥ
）「
康
元
元
年
十
一
月
廿
三
日
」

（
３
ゥ
）

『
元
亨
釈
書
』
巻
十
七
、
願
雑
十
之
二
、
王
臣
二
「
副
元
帥
平
時
頼
」

＊
政
村
の
政
治
に
つ
い
て
「
重
時
入
道
の
舎
弟
と
し
て
、
と
も
に
泰
時
の
連
枝
な
り
。
廉
直

の
政
道
、
諸
人
の
心
に
叶
ひ
け
る
に
や
、
又
将
軍
の
武
威
輝
く
故
に
や
、
久
し
く
関
東
静

い
と

に
し
て
、
最
ゆ
る
や
か
に
ぞ
覚
え
け
る
」（
２１
ゥ
２２
ォ
）
と
評
価
す
る
。
時
頼
が
!
蘭
渓

や
普
寧
兀
庵
に
帰
依
し
た
話
は
『
元
亨
釈
書
』
巻
十
七
「
副
元
帥
平
時
頼
」
に
拠
る
。
ま

た
時
頼
が
執
権
職
を
長
時
に
譲
っ
た
話
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。

八
―
十
六
「
伊
具
入
道
、
射
殺
さ
る

付
諏
訪
刑
部
入
道
斬
罪
」

・
時
頼
の
嫡
子
正
寿
丸
元
服
、
時
宗
と
名
乗
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
七
、
康
元
二
年
二
月
二
十
六
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
正
嘉
元
年
二
月
廿
六
日
」（
３
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３５
ォ
）

・
伊
具
入
道
、
諏
訪
入
道
に
射
殺
さ
れ
る
。
諏
訪
、
処
刑
さ
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
八
、
正
嘉
二
年
八
月
十
六
日
、
十
七
日
、
十
八
日
、
九
月
二
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
六
日
」（
４
ォ
〜
６
ゥ
）

八
―
十
七
「
相
模
守
時
頼
入
道
政
務

付
青
砥
左
衞
門
廉
直
」

・
藤
綱
、
評
定
衆
頭
に
取
り
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
廉
直
仁
慈
さ

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
三
十
五
「
"
砥
左
衛
門
事
」

（
９０
ゥ
〜
９２
ゥ
、
９４
ォ
ゥ
、
花
田
（
５
）
論
文
）

・
嘉
禄
〜
仁
治
年
間
の
成
敗
に
つ
い
て
先
代
の
式
法
を
遵
守
さ
せ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
八
、
正
嘉
二
年
十
月
十
二
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
相
模
守
時
頼
入
道
」「
十
月
十
二
日
」（
６
ゥ
７
ォ
）

＊
青
砥
藤
綱
の
廉
直
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、『
将
軍
記
』『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
に
拠

る
。『
北
条
九
代
記
』
で
は
そ
れ
ら
藤
綱
の
話
に
、『
吾
妻
鏡
』『
将
軍
記
』
の
、
先
代
の

成
敗
式
法
を
遵
守
す
と
の
記
事
を
併
せ
、
時
頼
が
藤
綱
を
得
て
政
徳
正
し
い
政
治
を
行
っ

た
と
述
べ
る
。

東 京 学 芸 大 学 紀 要 人文社会科学系Ⅰ 第６１集（２０１０）

― 186 ―



巻
第
九

九
―
一
「
御
息
所
御
輿
入

付
殺
生
禁
遏
」

・
宗
尊
親
王
の
御
息
所
、
輿
入

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
九
、
文
応
元
年
二
月
五
日
、
三
月
二
十
一
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
亀
山
院
文
応
元
年
二
月
」（
７
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３６
ォ
）

・
時
頼
、
六
斎
日
と
彼
岸
の
殺
生
を
禁
止
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
九
、
正
元
二
年
正
月
二
十
三
日

は
じ
め

＊
殺
生
禁
止
令
が
時
頼
の
「
大
平
長
寿
の
基
、
道
徳
仁
政
の
首
」（
２
ォ
）
と
の
考
え
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
人
々
の
中
に
は
令
を
嘲
る
者
も
い
た
と
の
話
を
加
え
る
。

九
―
二
「
日
蓮
上
人
宗
門
を
開
く
」

・
改
元
、
吉
書
始
、
祈
祷
行
わ
れ
る

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
九
、
文
応
元
年
四
月
十
八
日
、
二
十
二
日

・
日
蓮
上
人
の
こ
と

『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』（
五
巻
一
冊
、
日
澄
著
、
寛
永
九
年
板
ほ
か
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
七
月
十
六
日
」（
７
ォ
）

＊
日
蓮
上
人
関
連
の
話
と
し
て
、『
将
軍
記
』
七
月
十
六
日
の
項
に
、
日
蓮
が
『
安
国
論
』

を
時
頼
に
献
上
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
が
、『
北
条
九
代
記
』
の
そ
の
他
の
内
容
は
『
日

蓮
聖
人
註
画
讃
』
に
拠
っ
て
い
る
。
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
冒
頭
に
天
変
地
妖
が
続
き
、

時
頼
の
憂
い
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
、
救
済
者
日
蓮
登
場
の
前
話
と
す
る
。

九
―
三
「
時
頼
入
道
、
!
砥
左
衞
門
尉
と
政
道
閑
談
」

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
三
十
五
「
時
頼
禅
門
諸
国
修
行
事
」

（
７２
ォ
〜
７６
ゥ
、
野
口
（
２
）
論
文
）

＊
時
頼
回
国
譚
は
、『
将
軍
記
』
巻
五
の
羽
黒
山
山
伏
訴
訟
の
件
の
話
中
（
２４
ォ
）
に
あ
る

が
、
本
話
・
次
話
は
『
太
平
記
』
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
に
拠
る
。
な
お
『
増
鏡
』

第
九
「
草
枕
」
に
も
、「
故
時
頼
朝
臣
は
、
康
元
元
年
に
頭
お
ろ
し
て
後
、
忍
び
て
諸
国

を
修
行
し
あ
り
き
け
り
。
そ
れ
も
国
々
の
あ
り
さ
ま
、
人
の
愁
へ
な
ど
、
く
は
し
く
あ
な

ぐ
り
見
聞
か
ん
の
謀
に
て
あ
り
け
る
」
と
あ
る
。

九
―
四
「
時
頼
入
道
、
諸
国
修
行

付
難
波
尼
公
、
本
領
安
堵
」

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
三
十
五
「
時
頼
禅
門
諸
国
修
行
事
」

（
７６
ゥ
〜
８０
ォ
、
野
口
（
２
）
論
文
）

『
太
平
記
』
巻
三
十
五
「
北
野
通
夜
物
語
の
事

付
青
砥
左
衛
門
が
事
」

＊
時
頼
が
難
波
の
尼
公
に
出
会
う
話
は
『
太
平
記
』
に
拠
る
。
な
お
、『
可
笑
記
評
判
』
巻

七
第
十
六
「
西
明
寺
殿
、
最
勝
園
寺
殿
、
御
修
行
の
事
」
に
は
、
時
頼
の
諸
国
修
行
の
こ

と
に
つ
い
て
の
言
説
が
あ
る
。

九
―
五
「
律
師
良
賢
斬
罪

付
讃
岐
局
霊
と
成
る
」

・
律
師
良
賢
の
謀
叛
、
処
刑

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
九
、
弘
長
元
年
六
月
二
十
五
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３５
ゥ
）

・
北
条
政
村
息
女
に
讃
岐
局
の
怨
霊
憑
く

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
九
、
文
応
元
年
十
月
十
五
日
、
十
一
月
二
十
七
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
月
十
五
日
」（
７
ォ
ゥ
）

＊
良
賢
の
反
乱
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
』
に
も
記
事
が
あ
る
が
、『
北
条
九
代
記
』
は
そ
れ

よ
り
も
詳
細
な
内
容
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
事
件
と
、
そ
の
後
に
続
く
讃
岐
局
の
霊
の
話
と

は
時
代
が
逆
で
、
約
二
年
の
開
き
が
あ
る
。
ま
た
、
讃
岐
局
の
怨
霊
調
伏
の
話
に
つ
け
て

法
華
経
の
功
徳
を
称
え
て
い
る
。

九
―
六
「
奉
行
頭
人
政
道
厳
制

付
北
条
重
時
卒
去
」

・
海
道
の
駅
馬
人
夫
、
寺
社
等
へ
厳
制
を
加
え
る
。

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
、
弘
長
元
年
二
月
二
十
五
日
、
二
十
九
日
、
三
月
二
十
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
弘
長
元
年
二
月
」「
同
三
月
廿
日
」（
８
ゥ
〜
９
ゥ
）

・
重
時
卒
去

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
、
弘
長
元
年
十
一
月
三
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
一
月
三
日
」（
９
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３６
ゥ
）

＊
重
時
の
子
孫
を
赤
橋
と
称
す
る
こ
と
、
時
頼
と
連
判
し
て
徳
直
な
る
政
治
を
行
っ
た
こ
と

等
を
添
え
述
べ
る
。

九
―
七
「
将
軍
家
和
歌
の
御
会

付
時
頼
入
道
逝
去
」

・
宗
尊
親
王
、
和
歌
の
御
会
を
開
き
、『
初
心
愚
草
』
を
編
ず

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
一
、
弘
長
三
年
二
月
八
日
、
七
月
五
日
、
二
十
九
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
三
年
二
月
」「
七
月
」（
１０
ォ
）
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『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３７
ォ
）

・
時
頼
卒
去

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
一
、
弘
長
三
年
十
一
月
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
二
日
、
二
十
四
日
、

十
二
月
九
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
一
月
廿
二
日
」「
将
軍
家
」（
１０
ォ
〜
１１
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３７
ゥ
）

＊
『
吾
妻
鏡
』『
将
軍
記
』
と
も
に
時
頼
を
権
化
の
再
誕
と
称
え
て
お
り
、『
北
条
九
代
記
』

も
そ
れ
に
拠
る
。

九
―
八
「
時
宗
執
権

付
御
息
所
御
産
祈
祷
」

・
時
宗
、
執
権
と
な
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３７
ゥ
３８
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
文
永
元
年
八
月
十
日
」（
１１
ゥ
）

＊
時
宗
を
「
天
性
篤
実
に
し
て
仁
徳
あ
り
。
礼
節
お
の
づ
か
ら
、
そ
の
宜
し
き
に
合
」

（
１８
ォ
）
う
人
物
と
評
す
。

・
御
息
所
の
産
所
の
評
議

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
一
、
弘
長
三
年
十
一
月
二
十
三
日
、
十
二
月
十
七
日
、
二
十
四
日
、

二
十
八
日
、
二
十
九
日

九
―
九
「
武
蔵
守
平
長
時
死
去

付
将
軍
家
若
君
御
誕
生
」

・
長
時
卒
去

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３８
ォ
）

＊
北
条
長
時
の
人
柄
に
つ
い
て
、
ま
た
八
月
十
二
日
に
宗
尊
親
王
の
若
君
が
誕
生
し
た
こ
と

を
述
べ
る
。

・
将
軍
家
、
若
君
誕
生

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
二
年
九
月
廿
一
日
」（
１１
ゥ
）

九
―
十
「
将
軍
家
童
舞
御
覧
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
二
年
二
月
二
日
、
三
日
、
三
月
四
日

＊
宗
尊
親
王
御
覧
の
童
舞
の
様
子
と
、
楽
が
大
平
の
儀
表
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

九
―
十
一
「
高
柳
弥
次
郎
、
縫
殿
頭
文
元
と
訴
論
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
二
年
五
月
十
日
、
二
十
三
日

九
―
十
二
「
無
量
寿
院
法
会

付
大
雨
洪
水
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
二
年
六
月
三
日
、
十
日

＊
法
会
の
最
中
に
起
き
た
山
崩
れ
に
逃
げ
嘆
く
人
々
の
様
を
書
き
加
え
る
。

九
―
十
三
「
山
内
御
山
荘
に
於
て
喧
嘩
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
二
年
七
月
四
日

＊
『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
侍
二
人
」
と
あ
る
の
を
、『
北
条
九
代
記
』
で
は
「
大
屋
二
郎
」「
笠

木
平
内
」（
２３
ォ
）
と
具
体
的
に
名
前
を
挙
げ
る
。
ま
た
事
件
後
、
時
宗
が
両
人
の
驕
奢

と
不
義
不
忠
を
国
家
を
乱
す
基
と
し
て
咎
め
、
所
領
を
没
収
、
子
孫
を
追
放
し
た
と
記

し
、「
忍
」
一
字
の
大
事
を
説
く
。

巻
第
十

十
―
一
「
天
変
祈
祷

付
彗
星
土
を
雨
す
等
の
勘
文
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
二
年
十
二
月
十
四
日
、
十
六
日
、
十
八
日
、
文
永
三
年
正

月
十
二
日
、
十
三
日
、
二
月
一
日
、
十
一
日

＊
国
家
の
存
亡
は
彗
星
出
現
に
関
わ
ら
ず
、
政
道
の
危
う
き
こ
と
に
あ
る
と
説
く
。

十
―
二
「
甲
乙
人
等
、
印
地
停
止
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
三
年
四
月
二
十
一
日

十
―
三
「
将
軍
家
御
叛
逆

付
松
殿
僧
正
逐
電
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
三
年
四
月
二
十
二
日
、
六
月
五
日
、
二
十
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
三
年
四
月
」「
京
都
に
も
」（
１１
ゥ
１２
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３８
ゥ
）

＊
「
密
々
に
秘
計
を
、
く
は
た
て
ゝ
、
北
条
時
宗
を
討
て
、
将
軍
家
思
召
す
ま
ゝ
に
天
下
を

領
じ
た
ま
は
ん
と
の
謀
を
め
ぐ
ら
し
た
ま
ふ
と
世
に
専
は
ら
沙
汰
あ
り
。（
略
）
良
基
は

悪
逆
の
企
を
申
し
す
ゝ
め
し
張
本
」（
５
ォ
ゥ
）
と
述
べ
る
。『
吾
妻
鏡
』
は
宗
尊
親
王
の

謀
叛
を
明
記
し
な
い
が
、『
将
軍
記
』『
日
本
王
代
一
覧
』
で
は
、
宗
尊
親
王
が
病
気
に
こ

と
寄
せ
、
松
殿
僧
正
良
基
を
験
者
と
し
て
側
に
置
き
、
世
を
乱
そ
う
と
企
て
た
と
の
風
聞

あ
り
と
記
す
。
ま
た
『
保
暦
間
記
』
に
も
、
宗
尊
親
王
譲
位
上
洛
の
理
由
を
「
良
基
僧
正

の
事
に
依
也
」（
５５
ゥ
５６
ォ
）
と
す
る
。『
北
条
九
代
記
』
で
は
さ
ら
に
、
良
基
の
僧
に
あ

る
ま
じ
き
非
道
を
難
じ
、
宗
尊
親
王
に
つ
い
て
も
暗
主
の
態
と
批
判
す
る
。

十
―
四
「
鎌
倉
騒
動

付
北
条
教
時
別
心

并
将
軍
家
御
帰
洛
」

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
三
年
六
月
二
十
三
日
、
二
十
六
日
、
七
月
一
日
、
三
日
、
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四
日
、
二
十
日

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３８
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
廿
三
日
」（
１２
ォ
〜
１３
ォ
）

＊
北
条
教
時
が
宗
尊
親
王
の
謀
叛
に
加
担
し
て
い
た
こ
と
は
、『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
っ

た
説
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
に
い
う
時
宗
が
教
時
の
行
状
を
諫
め
た
と
い
う
記
事
に
つ
い

て
、
そ
の
諫
言
が
宗
尊
親
王
の
行
状
悪
し
き
こ
と
や
教
時
の
行
為
を
人
外
の
所
行
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

十
―
五
「
宗
尊
親
王
御
出
家

付
薨
去
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
廿
三
日
」「
同
十
月
」「
同
九
年
二
月
」「
同
十
一
年
七
月
」

（
１２
ォ
１３
ゥ
）

『
増
鏡
』
七
「
北
野
の
雪
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３８
ゥ
３９
ォ
、
４２
ォ
）

十
―
六
「
惟
康
親
王
御
家
督

付
蒙
古
太
元
来
歴
」

・
惟
康
親
王
を
征
夷
大
将
軍
、
従
四
位
上
に
叙
す

『
吾
妻
鏡
』
巻
五
十
二
、
文
永
三
年
六
月
二
十
三
日

『
将
軍
記
』
巻
五
「
惟
康
親
王
は
」「
同
文
永
三
年
七
月
廿
四
日
」（
１３
ゥ
）

・
蒙
古
の
由
来

『
中
朝
歴
代
帝
王
譜
』（
七
冊
、
寛
永
十
九
年
林
道
春
跋
、
写
本
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３９
ゥ
）

『
五
代
帝
王
物
語
』「
蒙
古
国
も
と
は
」

＊
『
吾
妻
鏡
』
の
記
録
は
文
永
三
年
七
月
二
十
日
で
終
わ
り
、『
北
条
九
代
記
』
で
は
以
下
、

『
日
本
王
代
一
覧
』『
将
軍
記
』
を
主
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
。
し
か
し
、
典
拠
の
明
ら

か
で
な
い
記
述
も
あ
り
、
本
話
で
の
蒙
古
の
由
来
に
つ
い
て
は
『
五
代
帝
王
物
語
』
に
蒙

古
国
の
成
立
ま
で
の
簡
単
な
説
明
が
あ
る
が
、『
北
条
九
代
記
』
の
方
が
よ
り
詳
細
で
あ

き

し
ば
い
た
ん
ぎ

に

る
。
蒙
古
の
祖
先
季
子
孛
端
義
児
の
出
世
譚
に
つ
い
て
は
、
『
中
朝
歴
代
帝
王
譜
』
に
「
阿

蘭
、
寡
居
、
夢
に
白
光
、
天
窓
よ
り
中
に
入
る
。
化
し
て
金
色
の
神
人
と
為
り
、
趨
り
来

て
榻
に
臥
す
。
阿
蘭
、
驚
き
覚
め
、
遂
に
娠
有
り
、
一
子
を
産
む
。
即
ち
孛
端
又
児
也
」

（
巻
十
二
「
孛
端
又
児
」）
と
い
う
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
蒙
古
が
高
麗
国
を
と

お
し
て
日
本
に
書
簡
を
送
ろ
う
と
し
た
件
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。

十
―
七
「
蒙
古
、
牒
書
を
日
本
に
送
る
」

・
一
院
五
十
の
御
賀

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３９
ゥ
）

『
五
代
帝
王
物
語
』「
さ
て
、
十
二
月
に
は
」

・
蒙
古
、
筑
紫
宰
府
へ
着
岸
、
菅
原
長
成
・
世
尊
寺
経
朝
清
書
す
る
も
返
状
せ
ず
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
３９
ゥ
４０
ォ
）

『
五
代
帝
王
物
語
』「
牒
使
に
は
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
是
年
」（
１４
ォ
）

＊
『
八
幡
愚
童
訓
』（
甲
本
）
に
は
、
趙
良
弼
が
持
参
し
た
牒
状
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

十
―
八
「
将
軍
惟
康
、
源
姓
を
賜
る

付
太
元
使
を
日
本
に
遣
す

并
に
北
条
時
輔
、
逆
心

露
顕
」

・
惟
康
、
従
三
位
、
左
中
将
、
源
姓
を
賜
る
。
ま
た
従
二
位
を
叙
せ
ら
る

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
七
年
十
二
月
」「
同
九
年
」（
１４
ォ
）

・
蒙
古
の
使
者
趙
良
弼
、
筑
前
国
今
津
に
至
る
。
博
多
弥
四
郎
を
蒙
古
へ
遣
わ
す
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４０
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
月
」（
１４
ォ
）

『
五
代
帝
王
物
語
』「
同
八
年
九
月
十
九
日
」

・
義
宗
、
六
波
羅
の
北
の
方
と
な
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４０
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
月
」（
１４
ォ
）

・
時
輔
、
謀
叛

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４０
ゥ
４１
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
北
条
式
部
丞
時
輔
は
」（
１５
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』「
同
九
年
二
月
」「
同
十
一
日
」（
５６
ォ
）

十
―
九
「
一
院
崩
御

付
天
子
二
流

并
摂
家
、
門
を
分
つ
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
二
月
十
七
日
」（
１４
ォ
〜
１５
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４１
ゥ
）

＊
『
日
本
王
代
一
覧
』『
将
軍
記
』
に
は
、
朝
廷
が
二
流
に
別
れ
た
の
は
北
条
時
宗
の
計
ら

い
で
あ
る
と
し
、『
将
軍
記
』
で
は
さ
ら
に
、
西
園
寺
家
が
北
条
家
に
近
づ
く
こ
と
で
権

力
を
得
た
と
述
べ
、「
王
道
す
た
れ
て
か
く
の
ご
と
し
」（
１５
ゥ
）
と
す
る
。『
北
条
九
代

記
』
も
ま
た
、
以
降
、
朝
廷
の
政
治
・
人
事
に
北
条
家
が
関
わ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
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す
る
。

十
―
十
「
北
条
政
村
卒
去

付
山
階
左
大
臣
薨
去
」

・
政
村
卒
去

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４１
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
十
年
五
月
」（
１６
ォ
）

・
山
階
左
大
臣
実
雄
薨
去

・
蒙
古
の
趙
良
弼
、
博
多
に
至
る
が
追
い
返
さ
れ
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４１
ゥ
）

十
―
十
一
「
亀
山
院
御
譲
位

付
蒙
古
賊
船
退
去

并
東
宮
立
」

・
亀
山
院
譲
位

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４２
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５６
ォ
）

『
増
鏡
』
第
九
「
草
枕
」

・
蒙
古
軍
、
対
馬
に
至
り
、
合
戦

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４２
ォ
ゥ
）

『
将
軍
記
』「
同
十
一
年
十
月
」（
１６
ォ
）

『
八
幡
愚
童
訓
』（
甲
）「
文
永
十
一
年
十
月
五
日
」

・
皇
子
!
仁
東
宮
と
な
る
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４２
ゥ
４３
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
り
、
天
皇
の
譲
位
・
即
位
・
立
坊
の

件
は
時
宗
以
降
、
み
な
関
東
の
計
ら
い
と
な
っ
た
と
述
べ
る
。

十
―
十
二
「
改
元

付
蒙
古
の
使
を
追
返
さ
る

并
一
遍
上
人
時
宗
開
基
」

・
蒙
古
の
杜
世
忠
と
高
麗
人
、
太
宰
府
に
至
る
も
追
い
返
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４３
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
後
宇
多
院
建
治
元
年
」（
１６
ォ
）

・
時
国
上
洛
、
六
波
羅
の
南
の
方
と
な
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４３
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
二
月
」（
１６
ォ
）

・
一
遍
上
人
の
こ
と

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４３
ォ
）

『
謡
曲
拾
葉
抄
』
巻
八
「
誓
願
寺
」

『
諷
謌
鈔
』
巻
八
「
遊
行
柳
」

『
一
遍
上
人
縁
起
』（
十
巻
、
宗
俊
撰
、
嘉
元
元
年
以
降
成
立
、
万
治
二
年
板
ほ
か
）

＊
上
人
の
若
年
期
の
経
歴
、
二
人
の
妾
の
こ
と
、
熊
野
参
詣
ま
で
の
内
容
は
『
京
雀
』（
七

巻
七
冊
、
寛
文
五
年
板
）
巻
六
「
七
条
通
」「
材
木
町
」
の
一
遍
上
人
関
連
の
記
述
と
類

似
す
る
。
ま
た
『
謡
曲
拾
葉
鈔
』『
諷
謌
鈔
』
に
も
一
部
類
似
が
あ
る
。
な
お
、
熊
野
参

詣
以
下
の
内
容
は
『
一
遍
上
人
縁
起
』
に
類
似
す
る
。

十
―
十
三
「
主
上
東
宮
御
元
服
」

・
惟
康
を
讃
岐
守
に
補
す

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
二
年
正
月
」（
１６
ォ
）

・
蒙
古
の
使
者
、
長
門
国
室
津
に
至
る
も
、
龍
口
に
て
処
刑

『
将
軍
記
』
巻
五
「
四
月
」（
１７
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５６
ゥ
）

・
義
政
、
出
家

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４３
ゥ
）

・
朝
覲
、
!
仁
元
服

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４３
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
二
年
正
月
」「
四
月
」（
１６
ォ
ゥ
）

『
増
鏡
』
十
「
老
の
な
み
」

＊
義
政
の
出
家
に
よ
り
時
宗
に
政
務
が
集
中
し
た
こ
と
、
ま
た
天
下
泰
平
の
世
と
な
っ
た
と

述
べ
る
。

十
―
十
四
「
蒙
古
の
使
を
殺
す

付
蒙
古
、
日
本
を
伐
た
ん
と
企
つ
」

・
時
村
上
京
、
六
波
羅
の
北
の
方
と
な
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４３
ゥ
）

・
惟
康
を
正
二
位
に
叙
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４４
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
弘
安
二
年
正
月
」（
１７
ォ
）

・
蒙
古
の
杜
世
忠
、
太
宰
府
に
至
る
も
、
龍
口
に
て
処
刑
。
蒙
古
軍
襲
来
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４４
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
三
年
二
月
」（
１７
ォ
）
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巻
十
一

十
一
―
一
「
蒙
古
襲
来

付
神
風
、
賊
船
を
破
る
」

・
蒙
古
の
阿
刺
罕
ら
襲
来
、
神
風
に
滅
ぶ

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４４
ォ
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
四
年
」（
１７
ォ
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５６
ゥ
）

＊
蒙
古
襲
来
の
話
は
『
将
軍
記
』
と
一
部
合
致
す
る
が
、
張
百
戸
・
干
$
・
莫
青
・
呉
万
五

と
い
う
蒙
古
人
の
名
、
宇
都
宮
貞
綱
の
話
な
ど
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。
な
お
合

戦
に
加
わ
っ
た
菊
池
、
原
田
、
松
浦
党
に
つ
い
て
は
、『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』
に
菊
池
二
郎

武
房
の
名
が
、
ま
た
『
八
幡
愚
童
訓
』
（
甲
）
に
「
九
国
に
は
少
弐
・
大
友
を
始
と
し
て
、

菊
池
・
原
田
・
松
浦
・
小
玉
党
以
下
、
神
社
仏
寺
の
司
ま
で
、
我
も
!
"
と
馳
集
る
」

（
巻
中
）
と
あ
る
。
ま
た
諸
神
が
挙
っ
て
鎮
西
に
赴
き
、
神
風
を
起
こ
し
た
と
い
う
話
に

つ
い
て
は
、『
保
暦
間
記
』
に
は
「
本
朝
の
諸
神
顕
て
、
御
合
戦
有
け
る
と
か
や
」（
５６

ゥ
）
と
あ
る
。

十
一
―
二
「
北
条
時
宗
卒
去

付
北
条
時
国
流
刑
」

・
時
宗
卒
去
、
貞
時
執
権
と
な
る
。
弾
正
少
弼
業
時
、
執
権
の
加
判
す
。
秋
田
城
介
泰
盛
、

威
勢
を
誇
る
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４５
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
六
年
二
月
」「
同
七
年
四
月
四
日
」「
十
月
」（
１７
ゥ
１８
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５６
ゥ
５７
ォ
）

・
時
国
、
謀
叛
を
謀
る
も
討
た
れ
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４５
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
六
年
二
月
」「
同
七
年
四
月
四
日
」「
六
月
」（
１７
ゥ
１８
ォ
）

＊
時
宗
の
病
状
の
様
子
を
述
べ
、
時
宗
を
政
道
に
勤
し
ん
だ
人
と
し
て
評
す
。

十
一
―
三
「
恵
蕚
入
唐

付
本
朝
禅
法
の
興
起
」

・
元
の
忽
必
烈
、
日
本
の
様
子
を
う
か
が
う

・
本
朝
に
禅
法
の
弘
通
す
る
歴
史
。
恵
蕚
の
入
唐
、
#
蘭
渓
の
来
朝
、
建
仁
寺
の
栄
西

・
時
頼
、
円
覚
寺
を
建
て
祖
元
を
開
祖
と
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４５
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
北
条
時
宗
」「
此
年
」「
同
五
年
」（
１７
ォ
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
時
頼
が
円
覚
寺
を
建
て
た
と
あ
る
が
、『
日
本
王
代
一
覧
』『
将
軍

記
』
に
は
時
宗
と
あ
る
。

・
元
の
禅
僧
王
積
翁
、
来
朝
の
船
中
に
て
殺
さ
れ
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４６
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
五
年
」（
１７
ゥ
）

十
一
―
四
「
准
后
貞
子
九
十
の
賀
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４６
ォ
）

『
増
鏡
』
十
「
老
の
な
み
」

十
一
―
五
「
城
介
泰
盛
誅
戮
」

・
貞
時
を
相
模
守
に
輔
す
。
頼
綱
、
泰
盛
父
子
の
謀
叛
を
訴
え
、
父
子
誅
せ
ら
れ
る
。
頼
綱

出
家
し
果
円
と
名
乗
り
、
威
勢
を
増
す
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４７
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
十
月
」（
１８
ォ
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５６
ゥ
〜
５７
ゥ
）

・
北
条
兼
時
上
洛
、
六
波
羅
の
南
の
方
と
な
る
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４７
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
六
月
」（
１８
ォ
）

＊
貞
時
の
正
し
き
政
治
、
泰
盛
・
宗
景
の
驕
奢
ぶ
り
と
滅
亡
の
様
を
書
き
加
え
る
。

十
一
―
六
「
伏
見
院
御
即
位
」

・
惟
康
を
中
納
言
、
二
品
に
補
す
。
宣
時
、
執
権
補
佐
と
な
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４７
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
十
年
」「
六
月
五
日
」（
１８
ゥ
）

・
伏
見
院
譲
位
、
後
宇
多
天
皇
即
位

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４７
ゥ
４８
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５７
ゥ
）

・
西
園
寺
実
兼
の
息
女
入
内

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４８
ォ
）

『
増
鏡
』
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」

＊
伏
見
院
譲
位
と
後
宇
多
天
皇
即
位
は
関
東
の
意
向
と
、『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
っ
て
述

べ
、
さ
ら
に
王
道
廃
れ
頼
み
難
い
世
と
な
っ
た
と
評
す
。
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十
一
―
七
「
胤
仁
親
王
東
宮
に
立
つ

付
将
軍
惟
康
帰
京
」

・
兼
時
、
六
波
羅
北
の
方
へ
、
盛
房
を
南
の
方
と
す
。
胤
仁
を
春
宮
と
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４８
ゥ
４９
ォ
）

・
惟
康
、
上
京
、
出
家
、
薨
去

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４９
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５７
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
正
応
二
年
八
月
十
五
日
」「
同
九
月
」「
親
王
家
」「
正
中
二
年
十

月
」（
１８
ゥ
〜
２０
ォ
）

＊
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
り
、
胤
仁
の
東
宮
即
位
も
西
園
寺
を
重
視
し
た
関
東
の
計
ら
い

と
す
る
。
ま
た
、
惟
康
親
王
上
洛
で
世
の
中
が
物
騒
に
な
る
様
や
、
親
王
の
零
落
ぶ
り
を

書
き
加
え
る
。

十
一
―
八
「
久
明
親
王
、
征
夷
将
軍
に
任
ず
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４９
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
久
明
親
王
は
」「
正
応
二
年
九
月
」「
貞
時
」（
２０
ォ
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５７
ゥ
）

『
増
鏡
』
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」

＊
新
将
軍
即
位
で
幕
府
の
権
威
が
刷
新
さ
れ
、
再
び
大
平
の
世
と
な
っ
た
と
述
べ
る
。

十
一
―
九
「
浅
原
八
郎
、
禁
中
に
し
て
狼
藉
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
４９
ゥ
）

『
増
鏡
』
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
三
年
三
月
」「
同
四
月
」（
２０
ゥ
２１
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５７
ゥ
５８
ォ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
為
頼
に
三
条
実
盛
が
加
担
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
「
王
道
の

ひ
す
ろ

お
ご
り

!
ぎ
て
、
武
門
に
侈
の
あ
る
故
な
り
と
、
貴
賤
唇
を
翻
し
、
上
下
舞
眉
を
ぞ
顰
め
け
る
」

（
１５
ォ
）
と
述
べ
る
。

十
一
―
十
「
中
院
本
院
御
落
飾

付
西
園
寺
実
兼
太
政
大
臣
に
任
ず
」

・
亀
山
院
、
後
深
草
院
、
出
家

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５１
ォ
）

『
増
鏡
』
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」

・
西
園
寺
実
兼
、
四
代
続
い
て
太
政
大
臣
に
任
せ
ら
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５１
ォ
）

＊
関
東
の
計
ら
い
で
あ
る
四
代
相
国
の
人
事
に
周
囲
の
憤
り
も
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

十
一
―
十
一
「
筑
紫
探
代
の
始

付
鎌
倉
大
地
震

并
頼
綱
入
道
果
円
叛
逆
」

・
北
条
兼
時
を
鎮
西
探
題
に
、
久
時
を
六
波
羅
の
北
の
方
に
、
一
族
の
一
人
を
長
門
探
題
と

す
る
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５１
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
永
仁
元
年
三
月
」（
２１
ゥ
、
た
だ
し
久
時
の
件
記
載
な
し
）

・
鎌
倉
の
大
地
震

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５１
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
四
月
」（
２１
ゥ
２２
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５８
ォ
）

・
頼
綱
入
道
、
謀
叛
の
企
み
あ
り
、
子
息
宗
綱
の
告
知
に
よ
り
誅
せ
ら
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５１
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５８
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
貞
時
の
家
老
」（
２２
ォ
ゥ
）

＊
天
変
地
異
と
人
々
の
混
乱
の
様
、
宗
綱
が
頼
経
を
諫
め
る
様
子
を
書
き
加
え
、
頼
綱
の
非

道
を
強
調
す
る
。

十
一
―
十
二
「
北
条
兼
時
卒
去

付
吉
見
孫
太
郎
叛
逆
」

・
北
条
兼
時
卒
去

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５２
ォ
）

・
吉
見
太
郎
、
謀
叛
、
誅
せ
ら
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５２
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５８
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
四
年
十
一
月
」（
２２
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、
吉
見
太
郎
の
謀
叛
と
滅
亡
の
様
を
よ
り
詳
細
に
述
べ
る
。

十
一
―
十
三
「
回
国
の
使
私
欲
非
法

付
羽
黒
山
伏
の
訴
」

・
貞
時
、
諸
国
に
回
国
の
使
を
遣
わ
す
。
出
羽
羽
黒
山
山
伏
、
回
国
の
使
を
訴
え
る

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
三
十
五
「
貞
時
回
国
事
」
（
８０
ォ
〜
８５
ゥ
、
野
口
（
２
）

論
文
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５２
ゥ
）
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『
将
軍
記
』
巻
五
「
此
頃
」（
２４
ォ
〜
２５
ォ
）

＊
本
話
は
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
を
主
典
拠
と
し
、
諸
国
辺
邑
の
治
安
の
乱
れ
と
守

護
地
頭
の
堕
落
の
た
め
、
貞
時
が
回
国
の
使
者
を
密
か
に
使
わ
し
た
と
書
き
添
え
る
。

十
一
―
十
四
「
寧
一
山
来
朝
」

・
東
宮
胤
仁
即
位
。
邦
治
親
王
、
春
宮
と
な
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５３
ォ
ゥ
）

『
増
鏡
』
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」

・
寧
一
の
伝

『
元
亨
釈
書
』
巻
八
、
浄
禅
三
之
三
「
宋
一
寧
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５４
ォ
）

十
一
―
十
五
「
後
伏
見
院
御
譲
位
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５４
ゥ
）

『
増
鏡
』
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」

＊
関
東
の
意
向
に
よ
り
後
伏
見
院
が
譲
位
し
た
と
し
、
王
道
廃
れ
天
下
は
武
家
の
も
の
と

な
っ
た
こ
と
、
定
め
難
い
世
と
な
っ
た
と
評
す
。

十
一
―
十
六
「
貞
時
出
家

付
北
条
宗
方
誅
伐
」

・
貞
時
、
出
家

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５５
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
後
伏
見
院
正
安
三
年
八
月
」（
２３
ォ
）

・
師
時
執
権
補
佐
と
な
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５５
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
十
年
」（
１８
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５９
ォ
）

・
貞
時
、
北
条
宗
方
を
誅
し
、
宗
宣
を
執
権
加
持
と
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５５
ォ
〜
５６
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
後
伏
見
院
正
安
三
年
八
月
」「
同
三
年
春
」（
２３
ォ
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５８
ゥ
〜
５９
ゥ
）

＊
『
北
条
九
代
記
』
で
は
、『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
り
つ
つ
、
北
条
宗
方
の
敗
北
の
様
を

よ
り
詳
細
に
述
べ
る
。『
保
暦
間
記
』
は
『
将
軍
記
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。

・
亀
山
院
、
後
深
草
院
、
崩
御

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５５
ゥ
、
５６
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５９
ゥ
）

十
一
―
十
七
「
貞
時
入
道
諸
国
行
脚

付
久
我
通
基
公
還
職
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
此
頃
」（
２５
ォ
）

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
三
十
五
「
貞
時
回
国
事
」
（
８５
ゥ
、
８８
ォ
、
野
口
（
２
）

論
文
）

＊
貞
時
が
旅
中
で
出
会
っ
た
通
基
の
様
子
を
具
体
的
に
描
く
。

十
一
―
十
八
「
後
宇
多
上
皇
御
出
家

付
将
軍
久
明
親
王
帰
洛
」

・
遊
義
門
院
、
薨
去
。
後
宇
多
院
、
出
家

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５７
ォ
）

『
増
鏡
』
第
十
二
「
浦
千
鳥
」

・
久
明
親
王
、
上
洛
。
守
邦
親
王
、
征
夷
大
将
軍
と
し
て
下
向

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５７
ォ
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
花
園
院
延
慶
元
年
八
月
」「
延
慶
元
年
八
月
」（
２５
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
５９
ゥ
６０
ォ
）

＊
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
り
、
久
明
親
王
上
洛
は
貞
時
の
計
ら
い
と
し
、
政
治
は
全
て
北

条
の
掌
握
に
落
ち
て
久
し
い
と
述
べ
る
。

巻
十
二

十
二
―
一
「
後
二
条
院
崩
御

付
花
園
院
御
即
位
」

・
後
二
条
院
崩
御
、
花
園
院
即
位

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５７
ゥ
５８
ォ
）

『
増
鏡
』
第
十
二
「
浦
千
鳥
」

・
北
条
貞
房
卒
去
、
時
敦
上
洛

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５８
ォ
）

十
二
―
二
「
北
条
師
時
頓
死

付
怨
霊
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５８
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
応
長
元
年
九
月
」（
２５
ゥ
）

＊
師
房
卒
去
に
つ
い
て
、
師
時
に
憑
い
た
怨
霊
譚
を
書
き
加
え
る
。

十
二
―
三
「
北
条
相
模
守
貞
時
卒
す

付
高
時
執
権
家
督

并
北
条
!
時
病
死
」
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・
貞
時
、
卒
去
。
宗
宣
、
長
崎
円
喜
・
城
介
時
顕
、
高
時
を
補
佐
す
。
北
条
宗
宣
、
卒
去

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５８
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
十
月
」「
正
和
元
年
六
月
」「
同
五
年
」（
２６
ォ
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
６０
ォ
ゥ
）

・
円
喜
、
時
顕
の
威
勢
増
す
。
北
条
!
時
、
卒
去

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５９
ォ
ゥ
）

＊
貞
時
を
政
理
を
大
事
に
し
た
人
物
と
評
価
す
る
。
ま
た
!
時
に
霊
鬼
が
憑
い
て
病
死
す
る

様
を
詳
述
す
る
。
円
喜
に
つ
い
て
は
『
増
鏡
』
に
「
こ
の
頃
、
わ
た
く
し
の
後
見
に
、
長

崎
入
道
円
基
と
か
や
い
ふ
物
あ
り
。
世
の
中
の
大
小
事
、
た
ゞ
み
な
こ
の
円
基
が
心
の

ま
ゝ
な
れ
ば
」（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」）
と
あ
る
。
な
お
『
北
条
九
代
記
』
の
話
の
最
後

に
、
無
常
の
憂
い
に
末
世
を
嘆
く
人
々
も
あ
り
と
述
べ
る
。

十
二
―
四
「
金
沢
家
譜

付
文
庫
」

・
北
条
基
時
、
貞
顕
、
執
権
と
な
る
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５９
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
四
年
七
月
」（
２６
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
６１
ゥ
、
貞
顕
執
権
の
件
の
み
あ
り
）

・
実
時
、
金
沢
文
庫
設
立

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
５９
ゥ
）

十
二
―
五
「
後
醍
醐
帝
践
祚
」

・
高
時
、
執
権
、
相
模
守
と
な
る
。
基
時
、
出
家
す
。

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
６０
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
四
年
七
月
」「
同
五
年
七
月
」「
文
保
元
年
三
月
」（
２６
ォ
ゥ
）

・
後
醍
醐
天
皇
、
即
位

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
五
（
６０
ォ
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
二
年
」（
２６
ゥ
２７
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
５９
ゥ
６０
ォ
）

＊
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
り
、
高
時
の
性
格
を
甚
だ
智
慮
の
遅
れ
た
人
物
と
し
、
さ
ら
に

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
後
醍
醐
帝
を
仁
慈
の
名
君
と
称
え
る
。『
保
暦
間
記
』
に
も
「
関

東
の
政
道
は
正
体
無
か
り
け
れ
は
、
あ
は
れ
公
家
の
御
世
に
や
帰
ら
ん
す
ら
ん
な
と
、
諸

人
申
け
り
」
と
あ
る
（
６０
ゥ
）。

十
二
―
六
「
三
位
殿
局

付
東
宮
立
」

・
西
園
寺
実
兼
の
息
女
、
中
宮
と
な
る
。
藤
原
公
兼
の
息
女
、
准
后
と
な
る

『
太
平
記
』
巻
一
「
立
后
の
事

付
三
位
殿
御
局
の
事
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
１
ゥ
）

・
高
時
、
邦
良
親
王
を
太
子
と
し
、
天
皇
の
怒
り
を
買
う

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
二
年
」（
２６
ゥ
２７
ォ
）

＊
西
園
寺
と
関
東
の
癒
着
に
よ
り
春
宮
擁
立
に
高
時
が
介
入
し
、
そ
れ
が
後
醍
醐
帝
の
怒
り

を
招
い
た
と
い
う
『
将
軍
記
』
の
記
述
を
踏
襲
す
る
。
ま
た
、
東
夷
権
勢
・
王
道
衰
微
の

世
に
あ
っ
て
、
変
革
を
待
つ
者
あ
り
と
述
べ
る
。

十
二
―
七
「
安
藤
又
太
郎
叛
逆
」

・
高
時
、
常
磐
範
貞
を
六
波
羅
へ
、
北
条
英
時
を
鎮
西
探
題
と
す

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
２
ゥ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
元
応
元
年
四
月
」（
２７
ォ
）

・
円
喜
隠
居
し
、
高
資
奢
る

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
２
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
６０
ゥ
）

・
安
藤
又
太
郎
、
謀
叛
す

『
保
暦
間
記
』（
６０
ゥ
６１
ォ
）

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
二
年
三
月
」（
２７
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
２
ゥ
）

＊
安
藤
又
太
郎
の
謀
叛
は
右
の
二
作
品
よ
り
も
詳
細
。
そ
の
話
に
添
え
て
、
義
時
の
世
よ
り

諸
国
は
鎌
倉
へ
忠
義
を
守
っ
て
き
た
が
、
長
崎
高
資
の
邪
政
ゆ
え
に
武
威
軽
く
な
っ
た
と

評
す
。
同
様
に
『
保
暦
間
記
』
に
も
「
高
資
、
政
道
不
道
に
行
ふ
に
よ
り
、
武
威
も
軽
く

成
、
世
も
乱
れ
そ
め
て
、
人
も
背
始
し
基
な
り
け
り
」（
６１
ォ
）
と
あ
る
。

十
二
―
八
「
渡
邊
右
衛
門
尉

并
越
智
四
郎
反
逆
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
四
月
」（
２７
ォ
ゥ
）、「
此
頃
」（
２７
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
２
ゥ
３
ォ
）

＊
渡
辺
右
衛
門
尉
、
越
智
四
郎
の
反
乱
は
、
関
東
の
政
理
正
し
か
ら
ず
、
そ
の
た
め
武
命
を

恐
れ
る
こ
と
を
忘
れ
、
私
の
遺
恨
を
思
っ
て
起
き
た
も
の
と
評
す
。

十
二
―
九
「
後
醍
醐
帝
御
謀
反
」
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『
将
軍
記
』
巻
五
「
正
中
元
年
」「
同
二
年
五
月
」「
勅
使
万
里
小
路
大
納
言
藤
原
宣
房

卿
」（
２７
ゥ
２８
ォ
）

『
太
平
記
』
巻
一
「
中
宮
御
産
祈
り
の
事

付
俊
基
偽
つ
て
籠
居
の
事
」
〜
「
資
朝
・
俊

基
関
東
下
向
の
事

付
御
告
文
の
事
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
３
ゥ
４
ォ
）

＊
高
時
の
邪
政
を
強
調
し
、
後
醍
醐
天
皇
を
明
君
賢
王
と
称
え
る
。
天
皇
謀
叛
の
話
は
『
太

平
記
』
に
拠
る
。

十
二
―
十
「
相
模
守
高
時
出
家

付
後
醍
醐
帝
南
北
行
幸
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
嘉
暦
元
年
三
月
」「
十
月
」「
元
徳
二
年
五
月
」「
六
月
」「
七
月
」

（
２８
ゥ
〜
２９
ゥ
）

『
太
平
記
』
巻
二
「
南
都
・
北
嶺
行
幸
の
事
」
〜
「
俊
基
誅
せ
ら
る
る
事

付
助
光
が
事
」

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
４
ォ
ゥ
）

＊
前
半
の
高
時
・
貞
顕
出
家
の
話
は
『
将
軍
記
』
に
、
後
半
の
後
醍
醐
帝
行
幸
、
俊
基
・
資

朝
の
処
刑
は
『
太
平
記
』
に
拠
る
。

十
二
―
十
一
「
主
上
笠
置
御
籠
城

付
師
賢
登
山

并
楠
旗
を
挙
ぐ
」

『
太
平
記
』
巻
二
「
天
下
怪
異
の
事
」
〜
巻
四
「
備
後
三
郎
高
徳
が
事

付
呉
・
越
軍
の

事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
元
弘
元
年
八
月
」「
九
月
」「
十
月
」（
２９
ゥ
３０
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
６１
ゥ
６２
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
６
ォ
〜
７
ォ
）

＊
本
話
以
降
、『
北
条
九
代
記
』
は
『
太
平
記
』
を
主
典
拠
と
す
る
。

十
二
―
十
二
「
先
帝
配
流

付
赤
坂
城
軍
」

『
太
平
記
』
巻
四
「
備
後
三
郎
高
徳
が
事

付
呉
・
越
軍
の
事
」、
巻
五
「
大
塔
宮
熊
野

落
ち
の
事
」、
巻
六
「
楠
天
王
寺
に
出
張
の
事

付
隅
田
・
高
橋
并
宇
都
宮
が
事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
九
月
」「
関
東
の
軍
兵
等
」（
３０
ゥ
３１
ォ
）「
光
厳
院
正
慶
二
年
二

月
」（
３１
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
６２
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
７
ォ
）

十
二
―
十
三
「
楠
木
正
成
天
王
寺
出
張

付
高
時
入
道
奢
侈
」

『
太
平
記
』
巻
五
「
相
模
入
道
田
楽
を
も
て
あ
そ
び
并
闘
犬
の
事
」、
巻
六
「
楠
天
王
寺

に
出
張
の
事

付
隅
田
・
高
橋
并
宇
都
宮
が
事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
七
月
」（
３１
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
７
ォ
ゥ
、
８
ォ
）

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
巻
三
「
主
上
御
夢
付
楠
事
」（
２
ォ
〜
３
ゥ
）

＊
高
時
の
行
状
に
つ
い
て
、『
太
平
記
』
の
犬
を
好
む
記
事
に
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』

で
の
奢
侈
ぶ
り
を
添
え
、
高
時
が
政
道
に
暗
く
、
家
臣
高
資
に
侮
ら
れ
世
情
の
乱
れ
を
も

た
ら
し
た
と
批
判
す
る
。

十
二
―
十
四
「
赤
松
円
心
蜂
起

付
金
剛
山
の
寄
手
没
落

并
千
剣
破
の
城
軍
」

『
太
平
記
』
巻
六
「
赤
松
円
心
に
大
塔
宮
の
令
旨
を
賜
ふ
事
」
〜
巻
七
「
河
野
謀
叛
の
事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
畿
内
西
国
の
」「
同
三
年
正
月
十
六
日
」「
播
磨
国
苔
縄
の
」（
３１
ォ

ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
６３
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
８
ォ
）

十
二
―
十
五
「
先
帝
船
上
皇
居
軍

付
赤
松
京
都
に
寄
す
」

『
太
平
記
』
巻
七
「
先
帝
船
上
へ
臨
幸
の
事
」
〜
巻
八
「
四
月
三
日
合
戦
の
事

付
妻
鹿

孫
三
郎
勇
力
の
事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
後
醍
醐
帝
」「
六
波
羅
よ
り
」（
３１
ゥ
３２
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
６３
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
８
ォ
ゥ
）

十
二
―
十
六
「
足
利
高
氏
上
洛

付
六
波
羅
没
落
」

『
太
平
記
』
巻
九
「
足
利
殿
御
上
洛
の
事
」
〜
「
越
後
守
仲
時
以
下
自
害
の
事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
四
月
」「
五
月
七
日
」（
３２
ォ
）

『
保
暦
間
記
』（
６３
ォ
ゥ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
８
ゥ
９
ォ
）

十
二
―
十
七
「
新
田
義
貞
義
兵
を
挙
ぐ

付
鎌
倉
滅
亡
」

『
太
平
記
』
巻
十
「
新
田
義
貞
謀
叛
の
事

付
天
狗
越
後
勢
を
催
す
事
」
〜
「
高
時
并
一

門
以
下
東
勝
寺
に
お
い
て
自
害
の
事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
同
八
日
」（
３２
ゥ
）

『
保
暦
間
記
』（
６３
ゥ
６４
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
９
ォ
ゥ
）
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十
二
―
十
八
「
相
模
太
郎
邦
時
誅
せ
ら
る

付
公
家
一
統
」

『
太
平
記
』
巻
十
一
「
五
大
院
右
衛
門
宗
繁
、
相
模
太
郎
を
賺
す
事
」

『
将
軍
記
』
巻
五
「
義
貞
」「
廿
七
日
」（
３２
ゥ
３３
ォ
）

『
日
本
王
代
一
覧
』
巻
六
（
９
ゥ
１０
ォ
）

三
、
お
わ
り
に

以
上
、
『
北
条
九
代
記
』
の
背
景
に
あ
る
先
行
作
品
と
の
関
係
を
示
し
た
。
巻
一
―
二
「
右

大
将
頼
朝
草
業
」
の
源
頼
朝
が
政
権
を
掌
握
す
る
経
緯
か
ら
巻
十
―
六
「
惟
康
親
王
御
家

督
」
ま
で
を
『
吾
妻
鏡
』
に
拠
っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
う
ち
、
巻
五
―
七
「
北
面
西
面
の

始
」
か
ら
巻
六
―
三
「
本
院
新
院
御
遷
幸
」
ま
で
の
承
久
の
乱
に
つ
い
て
の
記
事
は
『
承
久

記
』
に
拠
る
。
ま
た
、
巻
十
―
七
「
蒙
古
、
牒
書
を
日
本
に
送
る
」
か
ら
巻
十
二
―
九
「
後

醍
醐
帝
御
謀
反
」
の
前
後
ま
で
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
を
、
そ
れ
以
降
は
『
太
平
記
』
を
主

典
拠
と
す
る
。

ま
た
『
将
軍
記
』
に
つ
い
て
は
、『
北
条
九
代
記
』
全
巻
を
と
お
し
て
同
記
事
が
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、『
北
条
九
代
記
』
は
『
将
軍
記
』
を
歴
史
記
述
の
際
の
軸
と
し
て
用
い
、
そ

の
う
え
で
『
吾
妻
鏡
』
等
他
の
作
品
に
よ
っ
て
増
補
を
行
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
う
し
た
増
補
を
伴
っ
た
う
え
で
の
『
北
条
九
代
記
』
の
内
容
的
特
徴
と
し
て
は
、
第
一

に
『
太
平
記
』『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
を
ふ
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
武
家
政
権
の
盛
衰

と
王
権
の
衰
微
に
つ
い
て
の
言
説
で
あ
る
。
特
に
鎌
倉
将
軍
お
よ
び
執
権
北
条
氏
の
是
非
を

問
う
た
言
説
が
中
心
と
な
る
。
源
頼
朝
を
「
源
家
中
興
の
英
雄
た
り
」（
巻
一
―
五
）、「
仁

慈
類
な
き
良
将
」（
巻
一
―
七
）
と
称
え
、
優
れ
た
良
将
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
一
方

で
、
二
代
将
軍
頼
家
を
制
度
の
改
変
や
政
治
へ
の
無
関
心
と
遊
興
で
政
道
を
乱
し
た
悪
将
と

批
判
す
る
。
し
か
し
、
以
降
の
将
軍
実
朝
・
頼
経
・
頼
嗣
・
宗
尊
親
王
・
惟
康
親
王
・
久
明

親
王
・
守
邦
親
王
の
諸
将
軍
に
つ
い
て
は
そ
の
是
非
を
述
べ
る
こ
と
な
く
、
評
価
は
む
し
ろ

将
軍
に
代
わ
り
政
権
掌
握
を
な
し
た
執
権
北
条
氏
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
頼
家
時
代

に
す
で
に
時
政
の
権
勢
が
記
さ
れ
（
巻
二
―
一
）、
頼
経
時
代
に
は
政
子
と
義
時
の
意
向
が

公
家
・
皇
室
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
（
巻
五
―
一
、
巻
五
―
五
、
巻
五

―
八
、
巻
六
―
四
）。
そ
う
し
た
義
時
・
政
子
へ
の
評
価
は
、『
将
軍
記
』
や
『
神
皇
正
統

記
』『
増
鏡
』
で
も
既
に
な
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
が
、『
北
条
九
代
記
』
で
特
徴
的
な
の
は
、

義
時
以
上
に
政
子
の
発
言
力
の
大
き
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
点
で
あ
る
。
巻
五
―
五
「
二
位

禅
尼
を
評
す
」
で
は
、
政
子
の
才
智
を
称
え
つ
つ
も
「
鎌
倉
の
蠧
贅
」
と
酷
評
し
て
お
り
、

女
性
の
政
治
へ
の
介
入
が
乱
国
の
基
で
あ
る
と
す
る
『
北
条
九
代
記
』
作
者
の
一
つ
の
歴
史

観
を
示
し
て
い
る
。
次
に
、
泰
時
・
時
頼
に
つ
い
て
廉
直
と
仁
政
に
よ
る
理
想
的
な
政
治
を

行
っ
た
人
物
と
し
て
評
さ
れ
る
一
方
で
、
最
後
の
執
権
高
時
に
つ
い
て
は
、
幕
府
を
滅
亡
に

導
い
た
暗
主
と
し
て
痛
烈
に
批
判
す
る
が
、
こ
れ
ら
も
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
や
『
保

暦
間
記
』『
神
皇
正
統
記
』
等
の
先
行
書
に
お
け
る
言
説
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。『
北
条

九
代
記
』
に
お
い
て
、
国
家
の
安
泰
は
泰
時
・
時
頼
の
時
代
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
と
え

に
二
人
の
廉
直
と
仁
に
基
づ
く
人
民
救
済
の
政
治
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
う
し
た
政
道
観
も

ま
た
『
北
条
九
代
記
』
の
特
徴
と
い
え
る
。
そ
の
他
、
北
条
家
と
の
関
わ
り
で
禁
中
で
の
勢

力
を
得
た
と
さ
れ
る
西
園
寺
家
、
ま
た
逆
に
北
条
家
と
の
関
係
悪
化
の
た
め
に
衰
退
し
て

い
っ
た
藤
原
道
家
の
件
な
ど
に
つ
い
て
は
、『
将
軍
記
』『
増
鏡
』『
神
皇
正
統
記
』
に
も
同

様
の
記
事
言
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
日
本
王
代
一
覧
』
に
拠
る
。

『
北
条
九
代
記
』
に
お
け
る
二
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
か
ら
天
変
地
異
の
記

事
を
取
り
入
れ
、
災
害
に
よ
る
人
民
の
窮
乏
と
愁
嘆
の
様
子
を
描
き
、
そ
れ
に
対
す
る
当
代

政
治
の
対
応
が
い
か
に
あ
っ
た
か
を
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
又
は
、
天
変
地
異
が
当
代
政

治
の
明
暗
を
予
兆
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
巻
三
―
三
で

は
、『
吾
妻
鏡
』
か
ら
大
雨
に
よ
る
被
害
の
記
事
を
引
用
し
、
人
民
困
窮
の
様
を
書
き
加
え
、

さ
ら
に
頼
家
が
蹴
鞠
を
翫
び
災
害
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
ま
た
巻
六
―
五
で

は
、
鎌
倉
で
の
天
変
地
妖
を
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
い
く
つ
か
引
用
し
、
そ
れ
が
淳
厚
の
世
に
戻

る
瑞
相
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
巻
六
―
十
三
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
疫
病
流
行

に
よ
る
神
祭
の
記
事
に
併
せ
て
、
疫
病
を
鎮
め
る
の
は
廉
直
と
仁
慈
の
政
治
で
あ
る
こ
と
を

陰
陽
師
国
道
が
泰
時
に
説
く
と
い
う
場
面
を
描
い
て
い
る
。
な
お
、『
将
軍
記
』
も
『
吾
妻

鏡
』
を
基
本
的
な
典
拠
と
し
て
い
る
が
、
当
書
に
は
こ
う
し
た
天
変
地
異
の
記
事
の
引
用
は

ほ
ど
ん
ど
な
く
、『
北
条
九
代
記
』
の
『
吾
妻
鏡
』
引
用
の
一
つ
の
特
徴
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
番
目
の
特
徴
に
は
、
歴
史
記
述
の
間
に
仏
教
関
係
の
話
を
し
ば
し
ば
取
り
入
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
栄
西
や
日
蓮
、
法
然
、
一
遍
等
の
僧
侶
の
伝
な
ど
は
『
元
亨
釈
書
』『
日
蓮

聖
人
註
画
讃
』『
黒
谷
法
然
上
人
一
代
記
』『
一
遍
上
人
縁
起
』
等
の
仏
書
を
引
用
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
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四
番
目
に
、
歴
史
か
ら
や
や
離
れ
た
逸
話
・
奇
談
的
内
容
の
話
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
巻
三
―
八
の
富
士
の
人
穴
の
話
、
巻
二
―
十
五
の
安
倍
晴
明
の
奇
術
、
巻
四
―
十

二
の
時
政
に
現
れ
た
江
の
島
弁
財
天
の
霊
験
、
巻
七
―
十
一
の
明
石
の
神
子
の
失
敗
譚
等
が

そ
れ
で
、『
吾
妻
鏡
』『
将
軍
記
』
の
歴
史
記
述
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
説
話
的
興
味
を

『
北
条
九
代
記
』
に
も
た
ら
し
て
い
る
。

最
後
に
、
知
識
提
供
や
啓
蒙
を
意
図
し
た
言
説
で
あ
る
。
巻
一
―
九
の
弁
財
天
の
由
来
、

巻
六
―
七
の
優
曇
華
の
説
、
そ
し
て
巻
十
―
六
の
蒙
古
の
由
来
説
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
殊

に
蒙
古
の
由
来
に
つ
い
て
は
『
五
代
帝
王
物
語
』『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』『
八
幡
愚
童
訓
』
等
の

先
行
書
に
は
な
い
記
述
が
あ
り
、
出
典
に
つ
い
て
今
後
の
調
査
の
課
題
と
し
た
い
。

（
注
）

（
１
）
北
条
秀
雄
『
新
修
浅
井
了
意
』（
昭
和
四
十
九
年
、
笠
間
書
院
）

（
２
）
野
口
文
子
「『
北
条
九
代
記
』
の
研
究
―
諸
本
お
よ
び
回
国
使
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
』
九

十
八
、
平
成
十
五
年
十
二
月
）

（
３
）
松
田
修
「『
浮
世
物
語
』
の
挫
折
」「
浅
井
了
意
論
」（『
松
田
修
著
作
集
』
一
、
平
成
十
四
年
、

右
文
書
院
、
初
出
、
昭
和
三
十
二
年
、
昭
和
三
十
八
年
）

（
４
）
増
淵
勝
一
「『
北
条
九
代
記
』
の
世
界
」（『
北
条
九
代
記
』（
上
）、
教
育
社
、
昭
和
五
十
四
年
）

（
５
）
花
田
富
二
夫
「
伽
婢
子
の
批
判
性
―
原
話
離
れ
を
中
心
に
―
」「
近
世
初
期
口
頭
の
メ
デ
ィ
ア

―
了
意
周
辺
―
」（『
仮
名
草
子
研
究
―
説
話
と
そ
の
周
辺
』
平
成
十
五
年
、
新
典
社
、
初
出
、
昭

和
五
十
六
年
、
平
成
三
年
）

（
６
）
野
口
（
２
）
論
文

（
７
）
井
上
泰
至
「
読
み
物
と
し
て
の
近
世
軍
書
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
一
四
、
平
成
十
六
年
四

月
）

（
８
）
笹
川
祥
生
「『
北
条
九
代
記
』
の
「
今
」」（『
軍
記
物
語
の
窓
』
第
一
集
、
平
成
九
年
、
和
泉
書

院
）

＊
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
文
体
・
片
仮
名
交
り
文
に
つ
い
て
は
平
仮
名
交
り
文
に
直

し
、
適
宜
句
読
点
を
施
し
た
。

（
本
文
引
用
、
参
照
は
以
下
の
文
献
に
拠
っ
た
）

『
北
条
九
代
記
』
十
二
巻
十
三
冊
、
延
宝
三
年
江
戸
仲
野
佐
太
郎
・
京
仲
野
次
郎
右
衛
門
板

『
将
軍
記
』
十
六
巻
十
七
冊
、
浅
井
了
意
作
、
う
ち
巻
一
〜
巻
六
「
本
朝
将
軍
記
」

『
全
釋

吾
妻
鏡
』
一
〜
五
、
昭
和
五
十
一
・
五
十
二
年
・
六
十
三
年
、
新
人
物
往
来
社

『
太
平
記
』
一
、
二
、
五
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
昭
和
五
十
二
年
・
五
十
五
年
、
新
潮
社

『
承
久
記
』
新
撰
日
本
古
典
文
庫
一
、
昭
和
四
十
九
年
、
現
代
思
潮
社

『
校
本

保
暦
間
記
』
平
成
十
三
年
、
和
泉
書
院

『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
、
昭
和
四
十
七
年
、
岩
波
書
店

『
平
家
物
語
』
一
、
二
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
平
成
六
年
、
小
学
館

『
仮
名
草
子
集
成
』
第
十
八
巻
「
鎌
倉
物
語
」、
平
成
八
年
、
東
京
堂
出
版

『
仮
名
草
子
集
成
』
第
一
巻
「
安
倍
晴
明
物
語
」
昭
和
五
十
五
年
、
東
京
堂
出
版

『
仮
名
草
子
集
成
』
第
十
五
・
十
六
巻
「
可
笑
記
評
判
」
平
成
六
・
七
年
、
東
京
堂
出
版

『
愚
管
抄
』
日
本
古
典
文
学
大
系
、
昭
和
四
十
二
年
、
岩
波
書
店

『
東
海
道
名
所
記
・
東
海
道
分
間
絵
図
』
叢
書
江
戸
文
庫
、
平
成
十
四
年
、
国
書
刊
行
会

『
日
本
高
僧
傳
要
文
抄
・
元
亨
釋
書
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
昭
和
四
十
年
、
吉
川
弘
文
館

『
六
代
勝
事
記
・
五
代
帝
王
物
語
』
中
世
の
文
学
、
平
成
十
二
年
、
三
弥
井
書
店

『
仮
名
草
子
集
成
』
第
二
十
五
・
二
十
六
巻
「
見
聞
軍
抄
」
平
成
十
一
・
十
二
年
、
東
京
堂
出
版

『
寺
社
縁
起
』「
八
幡
愚
童
訓
」
日
本
思
想
大
系
、
昭
和
五
十
年
、
岩
波
書
店

『
謡
曲
拾
葉
抄
』
日
本
文
学
古
註
釈
大
成
、
昭
和
五
十
四
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

『
う
た
ひ
せ
う
―
諷
謌
鈔
―
』
三
、
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
二
、
昭
和
五
十
六
年
、
思
文
閣
出
版

『
国
文
東
方
仏
教
叢
書
』
伝
記
部
上
「
一
遍
上
人
縁
起
」
大
正
十
四
年
、
東
方
書
院
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The “KAMAKURA−HOZYO−KUDAI−KI” is a history of the KAMAKURA period. This study proved of influence

on “HOZYO−KUDAIKl” from autority. “KAMAKURA-HOZYO−KUDAIKl” is on the source of “SYOGUN−KI”, and

enlarged by “AZUMA−KAGAMI” “TAIHEI−KI” “ZYOKYU−KI” and “NIHON-OUDAI-ICHIRAN”

“HORYAKU−KANKI” “MASU−KAGAI” “TAIHEIKI−HYOBAN−HIDEN−RIJlN−SYO”ect.

Especially, “HOZYO−KUDAI−KI” adopted politics moral form “TAIHEI−KI”

“TAIHEI−KI−HYOBAN−HIDEN−RIJIN−SYO”.
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